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■外国人受入環境整備交付金についての問合せ先 

出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課受入環境整備交付金係 

Mail:zairyushien03@moj.go.jp 

 

 

はじめに
 出入国在留管理庁（法務省）では、平成３０年度に外国人受入環境整備交付金による一元的相

談窓口への支援を開始し、令和７年４月１日までに２９１の地方公共団体に交付決定をしてきま

した。   

交付決定を受けた地方公共団体においては、交付金を活用した一元的相談窓口で外国人からの

相談に多言語で対応し、また、生活に必要な情報を多言語で発信するなどして、多文化共生社会

の実現のための取組を進めていただいています。 

本書では、これら交付金を活用した一元的相談窓口の取組等を紹介し、一元的相談窓口につい

ての理解を深めていただくとともに、一元的相談窓口の新規設置や事業の充実を促すことで、地

域における外国人受入れ環境の整備をより一層促進することを目的としています。 

どのような一元的相談窓口を設置・運営すべきか。 

それは、その地方公共団体の規模や風土、在留外国人の割合、主な外国人の国籍・在留資格等

により異なると思われるため、一概には言えません。また、予算や人員の事情もあることから、

理想とする一元的相談窓口を必ずしも設置・運営できるものではありません。 

そのため、本書では、様々な規模・条件の地方公共団体の取組や声を、できるだけ多く紹介す

ることで、より多くの地方公共団体の参考になることを目指して作成しました。これらは、一元

的相談窓口の設置の有無にかかわらず、在留外国人を抱える全ての地方公共団体にとって、有益

な情報であると考えています。 

本書が、外国人の受入れ環境整備を目指す地方公共団体の皆様の参考となり、多文化共生社会

の実現の一助となれば幸甚です。  

なお、本書について初版の発行及びこれまでの改訂に際し、情報提供等の御協力をいただいた

地方公共団体の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

交付金の相談や疑問につ

いて御連絡ください! 
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ハンドブックの改訂内容について

■令和８年度におけるハンドブックの改訂内容について  

令和８年度には、昨年度発行された改訂版に続き、データ等を更新するとともに、新たに記

事やコラムを追加するなどの改訂を行っています。 

 また、各地方公共団体が、欲しい情報にアクセスしやすいよう、昨年度と同様にハンドブ

ックを分割して出入国在留管理庁ホームページ上で掲載しています。 

新たに追加した記事等については、目次に  や  マークを付しています。新規 追記 
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外国人在留支援センターとは 

外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）は、日本で暮らし、

活躍する外国人の在留支援に関連する窓口（４省庁・８機関）が、新宿区

のＪＲ四ツ谷駅前にあるコモレ四谷ビルに集まって、外国人からの相談対

応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体

の支援などの取組を行っています。 

ＦＲＥＳＣでは、入居機関が連携して外国人の在留に関する様々な支援

施策を実施することにより、外国人の受入れ環境整備を着実に進めていま

す。 

本書は、ＦＲＥＳＣに入居する出入国在留管理庁在留支援課が作成して

います。 

■ＦＲＥＳＣのページ 

https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc
01.html 
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第１章 一元的相談窓口の概要 

１｜経緯  

 日本を訪れる外国人や、日本に在留する外国人が増加を続ける中、政府におい

ては、「特定技能」の在留資格の創設を踏まえつつ、外国人材の受入れ・共生の

ための取組を、より強力に、かつ、包括的に推進していく観点から、平成３０年

１２月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応

策」という。）を決定しました。 

総合的対応策施策番号７で、都道府県、指定都市及び外国人が集住する市町村

約１００か所において、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な窓口で

ある「多文化共生総合相談ワンストップセンター（仮）」を設置することを支援

すると明記され、そのための予算として、平成３０年度補正予算（第２号）にお

いて、外国人受入環境整備交付金の予算が計上されました。 

 その後、「多文化共生総合相談ワンストップセンター（仮）」の呼称を「一元

的相談窓口」と改めつつ、令和８年１月２３日に新たに取りまとめられた「外国

人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」においては、一元的相談窓口

を外国人受入環境整備交付金により財政的に支援するとともに、同相談窓口だけ

では情報が届きにくい層にも生活に必要な制度やルールを周知するアウトリーチ

型のオリエンテーションを実施することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

■外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の掲載ページ（内閣官房） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/gaikokujinzai/index.html 
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２｜一元的相談窓口とは  

 外国人が日本で生活するに当たっては、文化や習慣の違いから、困難に直面す

ることが多々あります。また、言葉の問題から、自分で調べたり、どこかに相談

したりすることも容易ではありません。 

そのような課題に対応するために、在留外国人が在留手続、雇用、医療、福

祉、出産・子育て・こどもの教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に

到達することができるよう情報提供及び相談対応を多言語で行うワンストップ型

の相談窓口の設置が求められています。 

出入国在留管理庁は、地方公共団体がそのような機能を持った相談窓口を設

置・運営する取組を外国人受入環境整備交付金により財政的に支援しています。 

同様の機能を持つ窓口は様々あるかと思われますが、本書では、外国人受入環

境整備交付金を活用した外国人向け相談窓口のことを「一元的相談窓口」としま

す。   

▲群馬県太田市の一元的相談窓口風景 
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第 2 章 外国人受入環境整備交付金 

１｜外国人受入環境整備交付金とは  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）補助金としての性格  

外国人受入環境整備交付金は、個別の法律上の根拠はなく、歳出予算に根拠を

持つ「予算補助」に属します。補助金等適正化法（補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号））の適用を受ける交付金であ

り、そのことは同法施行令第２条第１６０号に規定されています。 

 外国人受入環境整備交付金の詳細については、外国人受入環境整備交付金交付

要綱及び外国人受入環境整備交付金取扱要領で規定され、取扱いに関する Q&A

もありますので、本書と併せてこれら規程等も御参照ください。 

 なお、同交付金の交付決定権者は法務大臣ですが、交付に関する事務について

は出入国在留管理庁が実施しています。 

 

 

申請 

交付 

実績報告 

整備 

運営 

情報提供 相談 

出
入
国
在
留
管
理
庁
ᶝ
法
務
省
ᶞ 

都道府県 

市町村 

在留手続 

雇用 

医療 

福祉 

一元的相談窓口 

（民間事業者への委託等） 

出産・子育て 

・こどもの教育等 

在留外国人等 
その他（※新型コロ

ナウイルス対応、ウ

クライナ避難民対

応） 

・ 

■外国人受入環境整備交付金のページ 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukoku
kanri02_00039.html 

事業イメージ 

要綱等を掲載しています。 
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（２）目的  

地方公共団体が一元的相談窓口を設置・運営する取組を財政的に支援し、もっ

て、地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資

することを目的としています。 

（３）交付対象  

外国人受入環境整備交付金の交付を希望する全ての都道府県及び市町村（地
方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８１条第１項の特別区を含みます。
以下同じ。）が交付対象となります。 

なお、交付金事業の実施主体としては、交付対象が直接行うケース、交付対
象から民間団体等に委託するケース、交付対象から民間団体等に補助金を交付
するケースがあります（コラム「一元的相談窓口の委託等について」  

（Ｐ．８）参照）。 

また、窓口の相談員は交付対象の職員が行い、通訳についてのみ、業者委託
するようなケースもあります。 

委託等する場合でも、一元的相談窓口として秘密保持義務等の条件（後記
「（５）一元的相談窓口の条件」（Ｐ．１１）参照）を満たす必要があるた
め、委託等する業務以外の委託等先が従来行っている業務についても把握し、

一元的相談窓口において、条件に違反する業務が行われないよう配慮すること
が求められます。  
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一元的相談窓口の委託等について 

 一元的相談窓口は、地方公共団体職員が自ら運営する方式のほか、地域の国際

交流協会や外国人支援を行っているＮＰＯ法人、民間企業などに委託等（間接補

助金による補助、指定管理も含む）する方法があります。 

 

 

 いずれの方法によるとしても、一元的相談窓口を円滑かつ効果的に運営するた

めには、地方公共団体と地域の外国人支援団体等の連携は重要であるため、日頃

からの情報交換、関係構築等が推奨されます。 

 

 

直接運営のメリット 委託等メリット

◆外国人の声を直接聞くことができる。

◆自治体の施策に活かしやすい。

◆委託等先が⾧年培ってきたノウハウや

 地域の外国人との信頼関係が活かせる。

◆職員が行うことで予算が抑えられる。 ◆土日祝日の運営がしやすい。

◆外国人が身構えずに相談できる。

（参考）令和５年度末時点の一元的相談窓口運営方法別割合 

（政令指定都市除く） 
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（４）対象事業  

本交付金は、「地域における外国人の受入れ環境整備を促進し、多文化共生

社会の実現に資する」（（２）にて既述）という目的を実現するために行われ

る一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業（以下「整備事業」という。）

及び一元的相談窓口体制の運営に係る事業（以下「運営事業」という。）で、

交付対象がその経費の全部又は一部を負担する経費を交付の対象とします（以

下「整備事業」と「運営事業」を合わせて「交付金事業」という。）。各事業

の主な対象経費については、後記「（８）交付対象経費（P．１６）」で御説

明します。 

 出入国在留管理庁では、外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体か

ら報告していただいている相談件数等を基に、毎年、一元的相談窓口の現況を出

入国在留管理庁ホームページで公表しています。 

 現況の内容としては、①交付決定状況、②一元的相談窓口の設置状況、③一元

的相談窓口における相談実施状況 の３つの情報に加え、参考資料として外国人

受入環境整備交付金を活用した一元的相談窓口一覧についても掲載しています。

 

■外国人受入環境整備交付金のページ 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/m
aterials/nyuukokukanri02_00039.html 

【資料のリンク先】 

■令和６年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方

公共団体における一元的相談窓口の現況について 

（令和７年８月 出入国在留管理庁在留支援課公表） 

 
https://www.moj.go.jp/isa/content/001445018.pdf 

  

一元的相談窓口の現況について 
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また、交付対象が単独で事業を行う方式（単独方式）のほか、複数の交付対

象が共同で事業を行う方式（共同方式）も対象となります。 

 
 
  

共同方式の運営方法の例 

共同方式には、様々な運営方法があるところ、代表的な運営方法について紹介し

ます。 

 

■相談員巡回方式 

連携する市町村が共同して相談員を雇用（又は委託契約）し、相談員が各市町村

を巡回して相談対応する方式。 

 

  ■相互乗入方式 

   各市町村の窓口でそれぞれ相談員を雇用し、各窓口で他の連携市町村の住民の相

談にも対応する方式。 

 

  ■中心市町村集約方式 

構成市町村のうち、中心となる市町村の広域的対応窓口が一括して相談を受ける

方式。 

 
複数の地方公共団体が連携することにより、各地方公共団体の負担が軽減され、

対象となる外国人住民も多くなることから、費用対効果が見込めるなどのメリット

があります。 

また、近隣の地方公共団体と共同方式で窓口運営をすることにより、生活圏を共

有する外国人住民への相談支援を効果的に行うことができます。  

共同方式の実際の事例については「第３章２（７）広島市、府中町、海田町、熊

野町及び坂町（Ｐ．５４）」を御参照ください。 
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（５）一元的相談窓口の条件  

   交付金の対象となる一元的相談窓口は、以下の条件を満たすものとします。 

a 法令遵守・誠実な業務の履行―――――――――――――――――― 

交付金事業を行う者又はその委託を受ける者（以下「交付金事業実施者等」という。）が、法令等を遵守し、誠
実に業務を履行することとしていること。 

b 秘密保持・目的外使用禁止―――――――――――――――――― 

交付金事業実施者等が、事業の履行に当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならないこ
ととしていること。 

c 相談者の利益が認められない有料事業等への勧誘の禁止――――― 

交付金事業実施者等は、相談を受けたことを契機として、自ら運営又は所属する機関の顧客として有料により相
談を受け付け又は書類作成・提出の代行を受任するなど、収入を得ることに結びつけるための勧誘は行わないこ
と。ただし、当該勧誘を行うことが相談者の利益になると認められる場合は、この限りでない。（詳細について
は、コラム「交付金取扱要領の改正について（窓口実施業者による有料事業の取扱い）」（P.12）参照） 

 d 通年開設・相談無料――――――――――――――――――――― 

通年（注）にわたり、無料で相談に応じることとしていること。 

（注）週 5 日以上の開設を想定していますが、地域の実情に応じて開設日数を調整していただいて差し支えあ
りません。 

 e 多言語対応―――――――――――――――――――――――――― 

在留外国人の使用言語に応じ、多言語（注）で情報提供及び相談が行われることとしていること。 

（注）原則として、１１言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・フ
ィリピノ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語）以上とします。ただし、対応する言語については、地域の実
情に応じてよりニーズの高い言語（例:クメール語（カンボジア語）・ミャンマー語・モンゴル語等）に変更で
きるものとする。また、対応言語の全部又は一部について、出入国在留管理庁が実施する通訳支援事業や、翻訳
機等による多言語対応であっても差し支えない。 

 f 外国人受入機関等からの外国人への情報提供を目的とした相談への対応 

交付対象に住所を有する外国人からの相談のほか、当該相談に支障のない範囲で、外国人を受け入れている機関
等からの外国人への情報提供を目的とした相談にも応じることとしていること。 

 g 国及び関係機関との連携――――――――――――――――――― 

交付金事業実施者等が国及び関係機関との連携に努めることとしていること。 

 h 広報・周知の積極的取組―――――――――――――――――――― 

一元的相談窓口の開設状況や地域との交流の場に関する広報・周知の取組を積極的に行うこととしていること。 
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 i 地域交流・日本語教育組織の情報提供――――――――――――― 

交付金事業実施者等は、一元的相談窓口において、相談者の求めに応じ、地域との交流や日本語教育組織の情報
提供を行うよう努めることとしていること。 

 j 日本人からの多文化共生の実現に資する相談への対応―――――― 

交付金事業実施者等は、一元的相談窓口において、日本人からの多文化共生の実現に資する相談に対応するよう
努めることとしていること。 

  ｋ 都道府県における広域対応――――――――――――――――― 

都道府県において交付金事業を行う場合は、一元的相談窓口がない地域からの相談を受け付けるほか、管下市
町村の相談対応の質の向上に資する取組を行うなどの広域対応を行うこと。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

      

交付金取扱要領の改正について（窓口実施業者による有料事業の取扱い） 

■取扱要領１（３）の規定の改正について 

 令和４年度には、一元的相談窓口で相談を受けたことを契機として有料事業に勧誘す
ることを禁止する取扱要領１（３）の規定について緩和する改正を行いました。 

有料事業への勧誘禁止は、一元的相談窓口におけるトラブルが発生することを未然に
防止することを想定した規定ですが、この規定によって相談者の利益になるような運営
事業者が行う有料事業であっても、一元的相談窓口で案内ができないという不具合が生
じないようにするため、一定の条件のもと、有料事業への勧誘が可能となるよう改正し
たものです。 

 例えば、一元的相談窓口において受け付けた相談内容に応じて、行政手続の申請に必
要となる母国の証明書類に日本語の翻訳物の添付が必要なことが判明した場合に、窓口
運営事業者において比較的安価での翻訳を提供することにより、一気通貫での手続が可
能となり相談者の利益につながるといったケースなどを想定しています。 

これ以外のケースでも各地方公共団体において検討されるようでしたら、是非外国人
受入環境整備交付金担当まで相談してください。 

■相談者に利益が生じる場合のイメージ 

相
談
者 

手
続
の
申
請
窓
口 

別途翻訳を作成し後日提出 

相談窓口にて比較的安価に翻訳を提供することにより
一気通貫に手続可能となり利便性を向上   

→相談者の利益につながる。 

一
元
的
相
談
窓
口 

翻
訳 
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通訳人、入管庁通訳支援事業（電話通訳）、翻訳機を組み合わせた多言語対応（新潟県） 

■一元的相談窓口における多言語対応の取組紹介（新潟県） 

 新潟県では、通訳人対応、電話通訳、翻訳機のそれぞれを用意し、通訳人

を配置している言語は基本的に通訳人により対応しつつ、場面に応じて電話

通訳や翻訳機を活用する体制をとっており、詳しい使い分けは以下のように

なっています。 

種類 主な使用方法 
通訳人対応 
（９言語） 

相談頻度の高い言語について生活情報などに詳しい
相談員と通訳人で協力して、きめ細やかな相談対応
を実施 

電話通訳 
（１７言語） 

相談頻度が低い言語ではあるものの、対応が想定さ
れる言語への対応手段として常に準備 

翻訳機（８５言語） 通訳人や電話通訳ではできない言語に対応 

 以前の新潟県内における多言語対応は、需要が多い言語について通訳人を

配置し、使用する機会の少ない言語には翻訳機で対応する体制だったそうで

す。しかし、出入国在留管理庁が実施している電話通訳による通訳支援事業

において、過去に翻訳機だけでは対応に苦慮していた言語（ウルドゥー語、

シンハラ語、フランス語など）がカバーされていたこともあり通訳支援事業

に登録し、現在の体制になったとのことです。 

 

 

 

 

☞（参考）コラム「一元的相談窓口における電話・映像通訳や翻訳機の活用」（P.９２） 

  全国の一元的相談窓口での電話通訳等の利用状況のまとめと入管による通訳支援事業の活用 

について紹介しています。 

☞（参考）「第４章３ 通訳支援事業の実施」（P.９０） 

  出入国在留管理庁による全地方公共団体を対象とした通訳支援事業（電話通訳及びビデオ通

訳）の実施について紹介しています。 



 

１４ |  

 

（６）交付率  

a 整備事業:必要経費の２分の１（共同方式の場合は１０分の１０） 

  b 運営事業:必要経費の２分の１ ※地方財政措置の対象 

 

 
外国人受入環境整備交付金に係る地方財政措置について 

運営事業の地方公共団体負担については、地方交付税措置を講ずる

こととされています。 

地方交付税措置の内容は、都道府県と市町村で異なっており、令和

７年度時点の地方交付税措置の内容は下表のとおりです。 

区分 地財措置 措置率 

都道府県 普通交付税措置 － 

市区町村 特別交付税措置 ０．８ 

各団体で実際に見込まれる地方交付税交付金の決定額については、

各団体の財政担当部署等に御確認ください。 
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（７）交付限度額  

  総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の外国人住民数

による区分に応じた額を限度額とし、予算の範囲内で決定します。 

（例）令和７年度事業の場合  → 令和６年１月１日時点の外国人住民数 
※令和８年度事業における取扱いについては、内示手続に係る通知等を御確認ください。 

 

○整備事業について 

ア 単独方式（交付対象が単独で窓口を設置する方式）の場合  

区分 外国人住民数 限度額 

都道府県 － １，０００万円 

市町村 

５，０００人以上 １，０００万円 

１，０００人～４，９９９人 ５００万円 

５００人～９９９人 ３００万円 

５００人未満 ２００万円 

イ 共同方式（複数の交付対象が共同で窓口を設置する方式）の場合  

①  都道府県+市町村 

   １，０００万円＋市町村の外国人住民数の合計に応じた限度額 

   （例）Ａ県、Ｂ市（外国人住民数８００人）、Ｃ町（同３００人）の場合  

→ １，０００万（Ａ県分）＋５００万円（市町村分）＝１，５００万円 

 ② 複数の市町村 

   外国人住民数の合計に応じた限度額 

   （例）Ｄ市（外国人住民数２，０００人）、Ｅ町（同４００人）の場合 

    → ５００万円（外国人住民数２，０００＋４００＝２，４００人） 
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○運営事業について 

ア 単独方式（交付対象が単独で窓口を運営する方式）の場合  

区分 外国人住民数 限度額 

都道府県 

・市町村

共通 

２０，０００人以上 １，０００万円 

１０，０００人～１９，９９９人 ９００万円 

５，０００人～９，９９９人 ８００万円 

２，０００人～４，９９９人 ５００万円 

１，０００人～１，９９９人 ３００万円 

１，０００人未満 ２００万円 

イ 共同方式（複数の交付対象が共同で窓口を運営する方式）の場合  

区分 外国人住民数 限度額 

都道府県 

・市町村

共通 

２０，０００人以上 １，２００万円 

１０，０００人～１９，９９９人 １，０８０万円 

５，０００人～９，９９９人 ９６０万円 

２，０００人～４，９９９人 ６００万円 

１，０００人～１，９９９人 ３６０万円 

１，０００人未満 ２４０万円 
 
 
 

（８）交付対象経費  

  各事業の主な対象経費は下表のとおりです。 

なお、交付金の使用に当たっては、費用対効果に配慮した効率的使用に努めることが求められ
ます。また、一元的相談窓口事業に係る経費として明確に区分され、提出書類により疎明されて
いなければ交付金の交付対象とは認められない場合がありますので、経費を計上する際には御注
意ください。 
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交付金の対象経費に該当するかどうかは、申請された内容に基づいて、その目的や用途などと
総合的に判断します。具体例に示す内容も含め、判断に迷う際には、外国人受入環境整備交付金
担当までお問合せください。 

ア 整備事業  

対象経費 経費の具体例 

機器購入等経費 ・翻訳タブレット 

・事務用端末機器 

・複合機購入費 

・オンライン相談用端末 

窓口整備経費 ・相談カウンター 

・パーテーション 

・間仕切り 

・待合ベンチ、椅子、脇机等備品及び消耗品購入費 

・備品搬入、設置委託経費 

・翻訳ソフトウェア契約費 

広報・通信運搬等事務経費 ・一元的相談窓口の開設日時等に係る広報用パンフ
レット作成費 

・パンフレット翻訳委託契約費 

・電話、通信回線工事費 

事業委託費 ・一元的相談窓口整備事業委託費 

交付対象から補助金等を受け補完的

あるいは代替的な業務を行う団体が

一元的相談窓口を整備するための上

記経費 

・間接交付金事業者に対する補助金 
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イ 運営事業  

対象経費 経費の具体例 

相談員委託経費 
 

・窓口相談員費 

・窓口における通訳業務委託費 

・弁護士等専門相談員への報償費（謝金等） 

研修・連携会議経費 
 

・研修会出席旅費 

・研修会開催会場借料 

・研修講師謝金 

導入機器等運用経費 ・翻訳タブレット月額使用料・保守料 

・翻訳ソフト利用料 

・電話、通信回線利用料 

・オンライン相談用アカウント使用料 

・導入機器等の修繕費 

 広報・通信運搬等事務経費 
 

・広報用リーフレット作成経費 

・広報用リーフレット翻訳業務委託経費 

・事務用消耗品購入費 

・窓口運用経費（注） 

事業委託費 ・一元的相談窓口運営事業委託費 

交付対象から補助金等を受け補完的
あるいは代替的な業務を行う団体が
一元的相談窓口を運営するための上
記経費 

・間接交付金事業者に対する補助金 

（注）スペースを一元的相談窓口以外の事業と共用している場合、一元的相談窓口にかかる経費

を客観的に判断できるよう、面積割などにより明確に切り分けができていることが必要です。 
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（９）交付金の対象とならない経費  

   交付金の対象とならない経費は、以下のとおりです。 

a 交付金事業の実施に直接関連のない経費 

b 交付金の交付決定前に支出される経費 

c 交付金事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

d 交付金の対象となる経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
（交付金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、
消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額
として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２
２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率
を乗じて得た額をいう。） 

e 交付金事業の対象経費と重複して、各府省が所管する補助金等の交付を受
ける経費 

 

 

広報経費の考え方について 

広報に係る経費については、整備事業、運営事業の双方で計上可能ですが、以下

の考え方に基づいて、どちらに計上するかを判断してください。  

▶窓口の設置・拡充に合わせて窓口を広報するための経費 → 整備事業 

▶窓口を運営する中で、窓口に関する広報をするための経費 → 運営事業 

 
基本的に、窓口の広報経費として啓発品作成経費(ボールペン等)を含めないこと

としていますが、窓口の新規設置又は拡充時など広報の必要性が高い場合に、対象

経費となり得る可能性があります。ただし、個別に判断が必要となってきますの

で、外国人受入環境整備交付金担当まで相談してください。 
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翻訳機の貸出しについて 

▲注意▲ 

一元的相談窓口に配備されている物品を、他の窓口に貸し出す場合は、物品の紛

失等を防ぐために、手順（例:貸出簿による管理）を定め、当該手順に沿って、適

切に管理することが求められます。 

対象 対象外

一元的相談窓口に設置してある翻訳機を、

◆相談業務の一環として、一時的に他の窓口に貸出。

◆相談員が相談者に同行して他の窓口で翻訳機を使用。

◆一元的相談窓口以外の窓口での使用を

 前提として配備。
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２｜交付金事務の１年の流れ  

交付金事務の１年間の主な流れは下表のとおりです。 

 

内示手続や公募のスケジュール等については適宜、都道府県及び政令指定都
市に事務連絡でお知らせし、都道府県から管下市町村への周知に御協力いただ
いています。（以下ＵＲＬ参照）。 

  

時期（目安） 出入国在留管理庁（法務省） ↔ 地方公共団体

１月中旬 内示手続に係る通知 →
１月下旬～２月上旬 ← 書類の提出

２月下旬 採択の内示 →
３月上旬 正式公募に係る通知 →
３月中旬 ← 交付申請

４月１日 交付決定通知 →
①５月頃 ②11月頃 概算払請求書に係る連絡 →
①６月頃 ②12月頃 ← 概算払請求書の提出

①8～9月頃 ②1～2月頃 概算払 →
← 変更承認申請

変更承認通知 →
← 事業事故報告

事故への対応指示 →
事業終了から１か月
又は翌年度４月１０
日のどちらか早い日

←
実績報告書の提出
※左記期日までに提出がない場合は
交付金の支払ができない場合がある
ため提出期限は厳守願います。

４月中旬 額の確定通知 →
４月下旬 交付金の支払（精算払） →
５月上旬～中旬

納入告知書の発行

（戻入が発生する場合） →
５月下旬 ← 返納（戻入が発生する場合）

概要

事

業

開

始

前

（１） 内示手続

（２） 公募

事

業

期

間

（３）

概算払

（全２回）

※運営事業

のみ

（４）

事

業

完

了

後

（６） 実績報告

（７） 精算

計画変更承認

申請
必要に応じて

（５） 事業事故報告 必要に応じて

■外国人受入環境整備交付金のページ 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuuk
okukanri02_00039.html 
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３｜外国人受入環境整備交付金の活用例  

 外国人受入環境整備交付金の活用例を紹介します。以下は過去の事例を参考に

していますが、実際に整備・運営する場合は、地域の実情や相談需要等を踏まえ

て行っていただくようお願いします。 

（１）交付限度額２００万円の活用例  

【整備事業・経費内訳】 

名称 数量 金額（税込） 

看板作成・設置 － １５０，５００円 

パンフレット棚 １台 ６６，０００円 

パーテーション ２台 １１０，０００円 

ポスター・チラシ作成費 － ２５０，０００円 

ホームページ開設 － ５００，０００円 

消耗品（封筒、ペン等） － １００，０００円 

合計 － １，１７６，５００円 

 

 

  

名称 数量 金額（税込） 

タブレットリース料 ２台１０月 １０５，６００円 

翻訳・通訳ソフト利用料 ２台１０月 １３２，０００円 

研修参加旅費 年１回 １０，０００円 

通信料 １０月 １１８，８００円 

行政書士相談会謝金 年２回 ２０，０００円 

合計 － ３８６，４００円 

▶外国人住民数:２００人 

▶相談員:２名      

（地方公共団体職員が担当） 

【運営事業・経費内訳】 

 交付決定額 

５８８，０００円 

 交付決定額 

１９３，０００円 

交付率 

１／２ 

交付率 

１／２ 

交付決定は 

千円単位で行います。 

なお、交付金の額の確定は 

実績に基づき、 

一円単位で行います。 

※整備に２か月を要し、６月に窓口を開設したと想定 

※運営事業の交付額の算定に当たっては、窓口における相談

件数実績等も考慮することとしています 
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カウンター カウンター

机

パ
ン
フ
棚

カ
ウ

ン
タ

ー

書棚 書棚パンフ棚 書棚

（２）交付限度額５００万円の活用例  

【整備事業・経費内訳】 

名称 数量 金額（税込） 

翻訳機 ３台 １５０，０００円 

タブレット端末 ２台 １４０，０００円 

Wi-Fi ルーター １台 ２２，５００円 

ノートＰＣ ３台 ３９６，０００円 

通信初期費用 － １１，０００円 

看板作成・設置 － ２２０，４００円 

ＬＡＮケーブル貼替作業 － ５５０，０００円 

工事費（Wi-Fi 工事等）  １，６００，０００円 

事務机 ３台 ２１５，０００円 

カウンター ３台 ３３０，０００円 

椅子 ９脚 １９８，０００円 

待合ソファ ２脚 １８０，０００円 

パンフレット棚 ２台 ６６，０００円 

書棚 ３台 ２６４，０００円 

ホームページ開設 － ５５０，０００円 

ポスター・チラシ作成費 － ４４０，０００円 

合計 － ５，３３２，９００円 

 

 

 

  
名称 数量 金額（税込） 

相談員給与 ３人 ７，２００，０００円 

社会保険料事業主負担分 ３人 １００，０００円 

電話通訳業務委託料 ９月 ７２０，０００円 

通信料 ９月 ９，９００円 

賃貸借料 １２月 ３９６，０００円 

ＷＥＢサイト運営費 ９月 １，３２０，０００円 

合計 － ９，７４５，９００円 

※整備に３か月を要し、７月に窓口を開設したと想定 

 整備のために場所を借りる必要があることから賃貸借料は１２か月を計上 

※運営事業の交付額の算定に当たっては、窓口における相談件数実績等も考慮

することとしています 

▼設置レイアウト例 

▶外国人住民数:２，２００人 

▶相談員:３名 

【運営事業・経費内訳】 

▶市役所内に適当なスペース

がないため近隣の建物を賃貸 

 

交付率１／２ 

２，６６６，０００円 交付決定額 

交付率 

１／２ 

４，８７２，０００円 

 交付決定額 

 
交付決定は 

千円単位で行います。 

なお、交付金の額の確定は 

実績に基づき、 

一円単位で行います。 
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第 3 章 一元的相談窓口の設置・運営 

１｜一元的相談窓口設置までの流れ  

  一元的相談窓口を設置・開設するまでにどのような準備が必要なのでしょう

か。いくつかの地方公共団体の例を紹介します。 

（１）福島県南相馬市の例  

時期 イベント 内容・ポイント 

H31.4 ●市復興総合計画後期基本計画

の策定 

 

・重点戦略「多様な人材の育成と誘導」 

・取組方針「事業所の外国人材の受入れと地域

の受入れ環境の整備を推進します」 

～R1.5 
●関係機関と外国人材活用に向

けた意見交換会を開催 

       

・外国人雇用促進のために必要な体制として、

次の２点が挙げられました。 

① 関係機関で構成する協議会の設立 

② 一元的相談窓口の開設 

R1.10 ●「南相馬市外国人活躍推進協

議会」を設立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一元的相談窓口の設置に向け協議を開始! 

（令和元年度～令和２年度までに６回開催） 

 

 

R1.11 ●先進地視察 

・埼玉県国際交流協会 

・群馬県太田市 

・群馬県大泉町 

センター機能の調査・検討のため、それぞれの

相談窓口での対応の様子を見せていただいたほ

か、相談員の配置や主な相談内容についてヒア

リングを行いました。 

R2.11 当初予算要求（相談窓口の管理運営に係る業務委託） 

【情報共有の内容】 
・市の外国人雇用に係る取組 
・市内の雇用状況について 
・県や労働局等が実施した外国人雇用に

関する調査報告について 

【協議内容】 
・センター開設の目的や時期 
・センターに必要な機能 
・センターが取り組むべき業務 
・センターの名称、場所、開設時間、

スタッフの配置 

【構成員】 
学識経験者（福島大学）、地元企業、
市国際交流協会、商工会議所、警察署
など 

【活動内容】 
センター設置に係る機能の調査・検討
のため、意見交換や情報共有、県外の
先進地の視察等 
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時期 イベント 内容・ポイント 

R3.2 外国人受入環境整備交付金の事前相談 

R3.3 ●市議会において当初予算議決 

R3.4 ●相談窓口の管理運営を行う一般社団法人の立ち上げ、スタッフの採用 

R3.5 ●令和３年度外国人受入環境

整備交付金の申請 

・委託先と連携することでスムーズに申請す

ることができました。 

R3.6 上旬～

中旬 

●外国人受入環境整備交付金

交付決定 

●愛称募集 

・多くの方に親しみをもって利用していただ

けるよう、市内の外国人、外国人を雇用する

事業者、市民を対象に愛称を募集しました。 

R3.6.28 ●「南相馬市外国人活躍支援

センターＳＡＫＵＲＡ」オープ

ン! 

・オープニングセレモニーにおいて、愛称発

表と最優秀賞受賞者の表彰を行いました。 

R4.4.1 ●施設名を「南相馬市多文化

共生センターＳＡＫＵＲＡ」に

変更 

・市内の多文化共生社会実現に向けて、取り

組み内容に国際交流部門を追加しリスタート

しました。 

▶
市
の
広
報
誌
で
の
紹
介 
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南相馬市に聞いてみました 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
市が直接運営するのではなく、一元的相談窓口のための法人を

立ち上げたのですね。その理由は何ですか? 

相談窓口の管理運営だけでなく、雇用マッチングや交流イベント

等の事業を実施していく上で、様々な関係機関のメンバーで構成

された法人が、民間の持つネットワークやノウハウを活かして事

業を実施した方が、広くサービスを提供することができ、事業の

成果も上がると考えました。 

法人の立ち上げを行った際は、市はどのような役割を担ったの

ですか? 

一般社団法人の設立登記や入札参加資格申請等に係る書類の作成

など、市が先頭に立って関係機関との連絡調整を行うことで、ス

ムーズに進めることができました。 

 

一元的相談窓口を設置しようと思った理由・経緯につ

いて教えてください。 

南相馬市 

ご担当者 

外国人の居住者数、労働者数が年々増えてきており、今後多くの外

国人材の就労・居住が見込まれることから、外国人の方が南相馬市

で活躍できるよう、市内事業所の外国人材の受入れの支援と地域の

受入れ環境の整備を進めてきました。その中で、市内に在住又は在

住を希望する外国人に対して、生活に係る様々な疑問や悩みに対応

するとともに、市内事業者の外国人雇用促進を図るために一元的な

窓口を開設することとしました。 
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案内リーフレット▼ 

センターでは、「外国人が南相馬市で活躍できる多文化共生社

会」を目指し、相談窓口の管理運営や、雇用マッチング等の事

業のほか、やさしい日本語講座等の日本人を対象とした事業も

実施していく（※）ことで、本事業に関わる人を増やしてい

き、将来的には、市全体で外国人のサポートをしていくような

体制を作っていきたいです。 

※外国人受入環境整備交付金は在留外国人への情報提供・相談対応等の取組に対する交付

金であるため、本事業は対象外ですが、交付金の申請・実績報告時に経費を切り分けてい

ただければ、一元的相談窓口で行っていただくことが可能です。 

一元的相談窓口の今後の展望について教えてくだ

さい! 
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（２）兵庫県尼崎市の例  

外国籍住民の増加を受け、令和２年度から行政窓口の多言語化を図るために

電話通訳・テレビ通訳を導入している。しかしながら、既存の行政窓口は外国

籍住民にとって言語等の違いからハードルが高く、外国籍住民は複合的に悩み

を抱えていたり、どこに何を相談すれば良いかの判断が難しいことから、悩み

事解決だけではなくニーズの把握も同時に行うことを目的とした外国人総合相

談センターの設置に至ったもの。 

 

 

 

 

 

 

 

時期 イベント 

R2.8 ●他都市行政視察 

R2.10 ●予算協議 

●外国人受入環境整備交付金申請準備 

R3.2 ●外国人受入環境整備交付金事前相談 

R3.3 ●外国人受入環境整備交付金内示 

●多言語相談員の調整 

R3.4 ●外国人総合相談センターの窓口整備に係る契約事務（机、椅子

等の設置等） 

R3.5 ●外国人総合相談センター開設 
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（３）福岡県苅田町の例  

 「多文化共生の推進に関する研究会」に全国町村の代表として参加し、他の自

治体と情報交換をする中で、外国人比率の高い苅田町が外国人支援に関して、非

常に遅れていることがわかった。また、苅田町には就労の在留資格をもった外国

住民が多いが、会社や監理組合には相談しにくいことを相談する場がないことが

わかり、相談窓口設置の必要性を痛感し、検討を開始した。 

 

 
 

 

 

 

時期 イベント 

R2.7 ●町内における新規事業ヒアリングに「多文化共生推進事業」と

して計画書を提出 

R2.10 ●多文化共生推進員の勤務条件・給与等の調整（苅田町近代化委

員会） 

R2.11 ●令和２年度苅田町当初予算案に「多文化共生推進員の人件

費」、「多言語翻訳機賃貸借料」、「関係消耗費」等を計上。 

R3.1 ●外国人受入環境整備交付金事前相談 

●財務課による当初予算ヒアリング（予算協議） 

R3.2 ●令和２年３月議会に「令和３年度当初予算案」上程（同３月議決） 

●多文化共生推進員採用試験、受験者公募開始 

R3.3 ●外国人受入環境整備交付金本申請 

●多文化共生推進員採用試験の実施 

R3.4 ●外国人受入環境整備交付金交付決定 

●苅田町外国人ワンストップ相談窓口開設、多言語翻訳機リース

契約締結 



 

３０ |  

 

（４）その他の例  

● 学識経験者、外国人支援団体、外国人住民及び行政委員で構成する「札幌市

多言語総合相談窓口意見交換会議」を設置し、全３回の会議を開催した。 

 これらの会議では、設置予定の相談窓口が外国人住民のニーズに応えられる

よう、地域の外国人住民の状況を把握するとともに、求められる機能や在り方

について検討した。（札幌市） 

● 東川町は全国唯一の公立日本語学校を設置しているところ、その日本語学校

が入居する「せんとぴゅあⅠ」において相談窓口を含む多文化共生事業を実施

する多文化共生室を設置することになった。 

 町内で日本語研修事業を行う学校、学生寮の経営者等から現状や課題につい

て聞き取りを行った。また、町内には既に留学生等の外国人の相談相手となり

サポートを行っていた町民が多数であったため、その関係性をそのまま活か

し、留学生等の外国人が気軽に利用して町民と接することができる空間で行政

サービスを実施できる体制を検討するため、留学生等の外国人と関わり合いの

ある町民に対し、個別のヒアリングを実施した。（北海道東川町） 
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２｜一元的相談窓口の取組事例   

  ここでは、実際に外国人受入環境整備交付金を活用して一元的相談窓口を設
置・運営している地方公共団体の特徴的な取組等を紹介します。なお、以下に
紹介する自治体情報、窓口の概要等は全て本書作成時点（令和 7 年度）のもの
ですので、御留意願います。 

（１）⾧野県  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

1,969,278 人 44,439 人 2.26％ 

①中国 

②ベトナム 

③フィリピン 

①永住者 

②特定技能 

③技能実習 

※「人口」、「うち外国人」は、令和７年１月１日時点総務省「住民基本台帳に基づく人

口、人口動態及び世帯数」による。個別の注記がない限り、以下同じ。 

※「外国人割合」は、小数点以下第３位を四捨五入している。以下同じ。 

※「国籍ＴＯＰ３」、「在留資格ＴＯＰ３」は、令和７年６月末時点出入国在留管理庁「在

留外国人統計」による。個別の注記がない限り、以下同じ。 

窓口の概要 

■運営形態 委託（公益財団法人 ⾧野県国際化協会） 

■対応言語 ７言語（日本語・英語・中国語・ベトナム語・フィリピノ語・タイ

語・ポルトガル語） 

※電話通訳で１５言語以上に対応。 

■相談対応日程表 

 
 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 
第 1、3 を除く 第 1、3 のみ 
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特徴的な取組①（出張相談会） 

■背景・経緯 

・ 県の面積が広く、７７の市町村があり、その全ての市町村に外国人が暮らし

ている。 

・ 県では、外国人がどこに暮らしても困ったときに相談でき、安心して生活で

きる環境づくりを進めるため、一元的相談窓口である⾧野県多文化共生相談セ

ンターを設置し、相談対応や情報提供等を行っている。 

・ この中で、⾧野県多文化共生相談センターに来所して相談したい外国人が遠

方に暮らしている場合、移動に係る負担が大きいことが課題だった。 

・ そこで、「外国人が身近な場所で相談できる機会の提供」と「市町村・関係

機関との連携強化」を目的に、出張相談会を実施している。 

■事業概要 

・ 市町村に対して出張相談会に係る開催希望の調査を行い、その結果を基に、

年間５か所程度の地域で実施している。 

・ 出張相談会を⾧野県多文化共生相談センターによる単独実施とするのではな

く、市町村や関係機関と連携して実施している。単独実施としない理由は、外

国人の利便性を高めることに加え、市町村・関係機関との連携を強化し、全県

における体制づくりを進めることを目的としている

ため。 

・ 市町村・関係機関と連携した実施とするため、開

催調整に当たっては、センター⾧が直接訪問等を行

い、実施目的や実施、広報の方法について説明を行

っている。 
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■課題・評判 

・ 外国人への広報が課題。広報を届けるため、⾧野県多文化共生相談センター

のウェブサイトをはじめ、開催市町村や国際交流団体等にも周知協力をいただ

き展開したが、まだまだ届かないことが多いと感じている。 

・ 出張相談会に同行を依頼する専門機関については、毎年検討をしている。近

年では、日ごろから連携をしている社会福祉協議会の「生活就労センター（ま

いさぽ）」にも参加をしていただき、食糧支援を実施したり、自立支援に関わ

るような複雑な相談はその場でつなぐことができている。今後も、外国人にと

って利便性の良い相談会を目指していきたい。 

・ 出張相談会に来た相談者からは、「これまで役所は馴染みがないところだっ

たが、相談会をきっかけに行くことができた。」との声をいただいた。また、

参加した自治体からは、「相談会をきっかけに外国人住民と接点ができた。」

「相談内容を的確に把握することができ、担当課で対応することができた。」

といった声をいただいている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

出張相談について 

出張相談の取組は、都道府県に限らず、福島県福島市や、埼玉県川口市、兵庫県

姫路市など多くの自治体で実施されています。 

面積が広い自治体や、外国人集住地域を抱える自治体には特に参考になる取組と

思われます。 

出張相談の実施場所については、⾧野県のように開催希望調査をして、希望があ

った地域で行う方法のほか、主要駅や外国人向けのイベント、日本語教室等、外国

人が集まる場所・機会を捉えて行う方法もあります。 

出張相談に伴う広報費、相談員の旅費等についても外国人受入環境整備交付金の

対象経費となりますので、詳細については外国人受入環境整備交付金担当までお問

合せください。 
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特徴的な取組②（外国人相談対応研修会） 

■背景・経緯 

・ 県内の在留外国人は年々増加しており、定住化や国籍等の多様化、外国人を

取り巻く制度変更をはじめとした環境変化等の複合的な要因により、外国人か

らの相談内容は複雑になっている。 

・ 近年の相談対応においては、相談内容に関する知識や相談に対応する技術等

の習得が必要であるばかりでなく、相談に連携して対応する関係機関との、役

割分担や連携方法についての相互理解が求められている。 

・ このことから、外国人からの相談に対応する職員が円滑な相談対応を行うた

め、「必要な知識・技術の習得」及び「連携体制の構築」を目的とした研修会

を実施している。 

■事業概要 

全６回の研修会を実施。 

・ 対象:⾧野県多文化共生相談センター相談員、市町村の相談員、関係機関等

で外国人相談対応を担う者 

・ 実施方法:オンライン・対面 

・ 研修内容:事例検討、在留資格の基礎知識、労働問題 等（Ｒ６） 

・ 研修講師の選定方法:  

外国人相談対応に精通したアドバイザーが中心となり、相談対応実績を参

考に、必要な研修内容を選定している。研修講師については、研修内容に

応じて依頼している。 

・ 実施に当たっての工夫: 

研修会を知識・技術を習得するのみの場とするのではなく、「関係機関等
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との連携体制の構築」につながる内容としている。例えば、講師の選定

は、今後連携につながるような機関に依頼をするなどしている。 

■評判 

参加者からは、 

・「相談員としてどうしたらよいか漠然とした思いがあったが、解決した。（市

町村相談員）」 

・「研修会をとおして関係機関の方と話すことができてよかった。（市町村相談

員）」 

・「関係機関の取組について理解が深まり、対応時のつなぎ先が明確になった。

（県相談員）」 

 等の感想が聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県の役割について 

外国人受入環境整備交付金は、都道府県及び市町村に交付されるため、それ

ぞれにおいて一元的相談窓口が設置されることが想定されます。 

そのような中で、⾧野県の一元的相談窓口のように、県下の自治体に対して

指導的役割を果たすとともに、県と市町村が連携して取組を進めることで、県

全体の多文化共生の取組を推進することも可能であり、⾧野県の取組は、都道

府県の役割を示すものとして好事例であると思われます。 
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（２）千葉県船橋市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

649,393人 23,731 人 3.65% 

①中国 

②ベトナム 

③ネパール 

①永住者 

②技術・人文知識・国際業務 

③家族滞在 

窓口の概要 

■運営形態 委託（株式会社インジェスター） 

      窓口、電話、メールで対応 

■対応言語 １２言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール

語・インドネシア語・フィリピノ語・タイ語・ポルトガル語・スペ

イン語・ヒンディー語） 

 ※テレビ電話通訳及び電話通訳でも対応。 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― 

 

取り組み 

■窓口のコンセプト 

・ 外国人受入環境整備交付金の利用に当たり、窓口・電話・メールの３つの手

法により１２言語で相談できる仕組みを新たに整備・構築し、効率的に運用す

るためには、テレビ電話通訳システムや３者間コールセンター、多言語ホーム
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ページなどのノウハウと実績を有する民間事業者に委託することが適当と判断

した。 

・ 交付金の創設に伴い、複数の民間事業者より、優れた多言語対応商品の説明

を聞く機会が増えたことから知識を習得し、船橋市が目指す外国人総合相談窓

口を具現化するためのオリジナルな仕様書を作成して、一般競争入札により委

託事業者を決定した。 

・ 接遇向上のため、業務委託の仕様書には相談員の業務に必要な研修だけでな

く、個人情報やコンプライアンス関係の研修のほか、相談員に求められる要件

や相談者に寄り添った対応を行うための研修の実施も明記した。 

■民間委託のメリット・デメリット 

メリット デメリット 

◆ 窓口、電話、メールの３通りで１２

言語の対応を行うためには、市の雇用

では人材確保が難しく、３者通話など

の仕組みづくりや市が独自に人材確保

を行うより、民間事業者が運営する通

訳センターの利用が効率的である。 

◆ 専用のホームページを１２言語で運

用しているが、災害など緊急時の情報

提供やタイムリーな情報更新には民間

事業者に利点があり、デザインなど見

やすさの点でも優れている。 

◆ 一般競争入札で委託事業者を決定す

るため、契約更新の際に業者が変わる

ことがある。 

◆ 業務委託の場合、直接相談員に指

導・助言ができないため、情報の伝達

や共有に工夫が必要である（後述する

取組を参照）。 
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■実施のための工夫 

〇従事者用マニュアルの作成                                                             

当初の契約から委託業者には相談窓口の従事者用マニュアルの作成及び随時最新情報

に更新することを求めている。仕様書には委託業者が代わった場合の引継ぎを確実に

行うことも定めており、マニュアルを熟読することにより、従事者が代わっても一定

のレベルを維持し、継続的で安定した円滑な相談業務を可能としている。  

 
〇日報等によるこまめな報告及び指導  

委託業者には仕様書で日報や随時報告を求めている。日報では前日に受けた相談内容

及び対応状況を全件報告してもらっており、その内容を担当職員がチェックするだけ

でなく、国際交流課全員に回覧している。この結果、改善すべき点があれば従事者用

マニュアルに反映させるほか、委託業者に改善を指導している。職員の負担もある

が、相談傾向や相談状況をタイムリーに肌で感じることができる。  

                                                            
○メーリングリストの活用 

相談窓口従事者、委託業者の社員、国際交流課職員など相談窓口関係者を対象とした

メーリングリストを構築しており、行政からの支援制度など日々内容が変わる情報の

共有を図り、情報量に差が出ないようにしている。 

■成果・評判 

・ 本市の場合、民間事業者に委託する場合には一般競争入札となるため、更新時に業

者が変わるリスクが高い。このため、業者が変わった場合の引継ぎがうまくいくかど

うかが問題であるが、仕様書への定義や従事者用マニュアルの作成など工夫すること

により、スムーズに引継ぎができている。  

・ 船橋市の外国人住民は増加しており、そのニーズは多様化・複雑化している。これ

に対応するためには民間活力導入のメリットを生かす必要がある。現行の委託方式は

相談者の評価もよく、リピーターも増えている。母国語で相談できることの満足度は

高い。 
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■実施対象:過去に外国人受入環境整備交付金の交付決定を行った地方公共団体  
（計２３８団体） 

■回答件数:１２４団体（回収率５２％） 

 令和４年 8 月から９月にかけて一元的相談窓口を設置している地方公共団体を対象に、オンライン
相談の対応状況等についてアンケートを実施しました。 
結果の一部について以下のとおりご紹介します。 

 

アンケートに御協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。 

導入している。
又は導入が

確定している。
４９団体

（４０％）

導入して
いない。
７５団体

（６０％）

○自治体におけるオンライン相談導入状況

導入している。 
又は導入が 

確定している。 
３４団体 

（６９％） 

導入して 
いない。 
１５団体 

（３１％） 

○一元的相談窓口におけるオンライン相談導入状況 

一元的相談窓口のオンライン対応に係るアンケート結果について 

 

 

※本アンケートは令和４年に実施したものであるところ、地方自治体の皆様に一元的相談窓口への

オンライン相談導入の御参考としていただくため、引き続き掲載しています。 

☞（参考）第３章２（８）浜松市（P.６０）にて、浜松市における特徴的な取組としてオンライン

相談の実施を紹介しています。 

■自治体におけるオンライン相談の導入状況＆一元的相談窓口における導入状況 

（オンラインを導入していない地方公共団体に対し） 

■導入しない理由 

☞（Focus!）「ニーズが不明」という点に関して、参考となる意見の御紹介 
 ・「電話番号」を持っていない外国人も相談しやすくなる。 

例えば、携帯電話会社未契約の技能実習生は多い。 
 ・画面共有することにより、資料共有ができる。 
 ・通話料を気にする必要がない。 

☞（Focus!） 
・一元的相談窓口への導入を検討さ

れるようでしたら、外国人受入環
境整備交付金の整備事業や運営事
業として認められる場合がありま
すので、是非、本交付金担当まで
お問合せください。 
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（３）埼玉県ふじみ野市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

114,559人 3,669 人 3.20% 

①中国 

②ベトナム 

③フィリピン 

①永住者 

②家族滞在 

③留学 

 

窓口の概要 

■運営形態 委託（ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター（ＦＩＣＥＣ）） 

■対応言語 １４言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール

語・インドネシア語・フィリピノ語・ポルトガル語・スペイン語・

フランス語・ウルドゥー語・ミャンマー語・マレーシア語） 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ － － 

 

取り組み 

■背景・経緯 

・ ＦＩＣＥＣは約２５年前からふじみ野市内で外国人相談を実施し、平成１７

年の市町合併以前からふじみ野市の「外国籍市民生活相談業務」を受託してい

る。 
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・ このような生活相談事業はＦＩＣＥＣが実施する数々の事業の一つであり、

ＦＩＣＥＣはこのほか、日本語教育、こどもの学習、７か国語の多言語情報誌

の発行、国際交流等を実施している。 

・ 外国人が抱える日常生活等に係る諸問題について相談に応じ、適切な指導と

助言を行って外国人が暮らしやすい生活環境を作り、生活状態の向上につなが

るよう支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近隣市町との連携 

・ ＦＩＣＥＣは、ふじみ野市のほか近隣２市町からも別途、同事業を受託して

いる。さらに、２市１町とＦＩＣＥＣで「国際化推進会議」を年１回開催し、

外国人市民の現状や行政の外国人向け施策等の情報を共有し、当面の課題や支

援の方向について話し合いを行っている。 

 

 

▼相談の流れ 
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■研修 

・FICEC は外国人支援の NPO 法人として、⾧年にわたる相談業務の知見をふま

えて相談を受けるだけではなく、「入管法等」の改正への対応を含めて、最新の

情報を共有するための研修を積極的に行っています。 

 

■FICEC が掲げる相談員の心構え等 

相談員と相談者の信頼関係を作ることとする 

○ 話を聞く:相手の話に耳を傾け、正確に理解し共感する 

○ 誠実に対応する:不確かな情報を伝えるなどは厳に慎む 

○ 気持ちを平静に保つ:相談者の困難な状況に同情するのではなく気持ちの平

静を保つ 

 

■FICEC の相談員としての約束事 

○ 外国人の相談者の状況を踏まえて相談に対応します 

○ 時間をかけてじっくり相談者の話をお聞きします 

○ 二人で相談を受け、多面的な視点で問題の解決策を考えます 

○ お金を貸したり、保証人になることはしません 

○ 問題解決のために法律専門家や医療関係、福祉窓口とのネットワークを構築

します 

○ 外国人支援の NPO 法人や団体との情報交換を行い適切な相談対応に努力しま 

  す 
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（４）仙台市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

1,062,511 人 19,312人 1.81％ 

①中国 

②ネパール 

③ベトナム 

①留学 

②永住者 

③技術・人文知識・国際業務 

※令和８年２月１日時点「仙台市住民基本台帳人口」に基づく 

窓口の概要 

■運営形態 委託（公益財団法人 仙台観光国際協会） 

■対応言語 ６言語（日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語）  

      ※上記のほか、電話通訳や映像通訳を利用し、最大２４言語に対応

（言語数は変わる可能性あり）。 

※翻訳機で８５言語に対応。 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

特徴的な取組（専門家相談） 

■背景・経緯 

・ 仙台多文化共生センターは、1991 年 9 月に、仙台市の国際交流拠点である

仙台国際センター内の「交流コーナー」としてスタートした。2019 年 4 月、

改正出入国管理及び難民認定法の施行により、政令指定都市や都道府県など
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に、外国人からの生活相談に応じ、適切な情報提供や関係機関への取次ぎを行

う一元的な窓口を設置するとされたことから、同 6 月、「交流コーナー」の窓

口機能を拡充し新たに「仙台多文化共生センター」として開設した。 

 外国人市民から寄せられる相談は年々、複雑化・多様化しており、これらの

相談内容に対応するため、各専門機関との連携による「専門相談会」が開催さ

れることになった。

■連携先

下記専門機関と連携し、各種の専門相談会を月に４～６回程度実施している。 

仙台出入国在留管理局／仙台弁護士会／東北税理士会／宮城県行政書士会／ 

宮城労働局／仙台市企業支援センター アシ☆スタ 

■留意点・工夫

・ 留意していることは、予約受付時の相談者からの詳細な聞き取りである。相

談者がどのような背景で何に困っているのかを聞き出し、それを専門機関に正

確に知らせるためである。

・相談者には相談会時の使用言語を確認し、複雑な問題だからこそ、その方の母

語で相談できるよう、通訳者の手配を行っている。
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・ 工夫していることは、広報のあり方である。ＨＰやメールマガジン、多文化

共生センター内にポスターの掲示等を行っているが、実際に相談を必要として

いる外国人にこの情報が周知されるよう、今後も検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者が多い相談会 

・ 一番利用者が多いのは「仙台出入国在留管理局による専門相談会」である。

利用者の多い理由は、日本で暮らす外国人にとって「在留資格」に関する問題

は、日本に滞在できるか否かの最重要事項だからだと考えられる（地方出入国

在留管理局主催の研修については、コラム「出入国在留管理庁、地方出入国在

留管理局主催の研修会について」（Ｐ．６６）を御参照ください）。 

■専門家相談会の開催を検討している自治体へアドバイス 

・ 地域の特性（在留資格別の人口や、年代別の人口など）によっても、寄せら

れる相談の内容（種類）が違うことが考えられる。 

・ そのため、地域の特性に応じた相談内容を想定し、そのための専門機関と連  

携した「専門相談会」の開催を計画されることをお勧めする。 
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他機関との連携について 

一元的相談窓口では生活全般に渡る広範な相談に対応することとなるため、他

機関との連携は重要です。既存の一元的相談窓口の主な連携先は次のとおりで

す。 

地方出入国在留管理局／法テラス／行政書士会／弁護士会／ハローワーク  

／労働基準監督署／各種ＮＰＯ／国際交流協会／日本語教室 等々 

 実質的な連携関係を構築するにはどうすれば良いのでしょうか。 

まず、今後の連携について互いに確認し合った上で連絡先の交換をすることが

必要です。その後、継続的な情報共有のほか、勉強会や意見交換の場を設ける等

して、課題となっていることへの認識を深める、各機関の職員の相互派遣を実施

する等が考えられます。また、法テラスとの連携については、コラム「日本司法

支援センター（法テラス）等との連携について」（Ｐ．７８）も御参照くださ

い。 

◆◆◆連携の一例◆◆◆ 

一元的相談窓口が市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳ

Ｗ）と協働で相談対応を行っている例があります。 

 市地域福祉計画で外国人への支援の重要性が認識されているところ、大阪府豊

中市では、主に生活困窮や高齢・障害その他の複合的な相談等については、協働

して相談対応にあたるほか、外国人向け相談会の合同開催や調査研究を実施する

などしてＣＳＷと連携しています。 

 ＣＳＷは、住民と協働しながら地域のニーズを把握し、必要に応じて関係機関

や広域のネットワーク会議等につなぐ役割を有しているところ、一元的相談窓口

とＣＳＷが連携することによって、相談者等の日常的な見守りや互いの専門性を

活かした伴走型の支援が可能になっています。 
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（５）北九州市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

913,577 人 17,328人 1.90% 

①韓国・朝鮮 

②ベトナム 

③中国 

①特別永住者 

②留学 

③技能実習 

 

窓口の概要 

■運営形態 補助金交付（公益財団法人 北九州国際交流協会） 

■対応言語 ４言語（日本語・英語・中国語・ベトナム語） 

 ※対面の他、タブレット端末や電話通訳を利用し計２３言語に対応（言語数は

変わる可能性あり） 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ － － 

 

特徴的な取組①（多文化ソーシャルワーカー） 

■背景・経緯 

・ 平成２０年度に北九州国際交流協会に外国人相談窓口を開設、平成２１年度

に行政通訳の派遣を開始したが、相談窓口における多言語対応や通訳派遣だけ

では解決しない相談も多くあった。また、外国人相談者側の言葉や習慣の問題

以外にも、外国人市民に関する制度や文化が行政職員側に十分に知られている
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わけではないことから、双方にアプローチしながら問題を解決することを目指

して、令和元年度に多文化ソーシャルワーカーを配置した。 

■事業概要 

・ 相談員では対応できない深刻な相談や、窓口対応だけでは解決できない複雑

な相談に対して、外国人支援の知識・経験を有するソーシャルワーカー（社会

福祉士）がケース会議への参加やアウトリーチを行うなど、各専門機関と連携

しながら継続的な支援を行っている。 

・  相談窓口の相談員だけでなく、区役所、学校、児童相談所などから、ソーシ

ャルワーカーへの依頼につながるケースも多い。相談窓口にまで届いてこない

問題の方が深刻な場合もあるため、ソーシャルワーカーの役割として、関係機

関との協力による問題の早期発見・予防にも努めている。 

・ 相談員に対する研修やスーパービジョンを随時行い、スキルアップを図って

いるほか、「外国人支援関係機関連絡会議」の開催や、関係機関へ講師として

出向くなど、市全体での外国人支援の質の向上を目指した取組をソーシャルワ

ーカーが中心となり実施している。 

■評判 

・ ソーシャルワーカーの配置前にはなかったような相談が増え、また、手遅れ

になる前の早めの対応もできるようになった。相談窓口を利用した外国人家族

からは「ソーシャルワーカーがいなければ帰国するしかなかった。つらいとき

も支えてくれてありがとう」、外国人女性からは「配置される前は市外のＮＰ

Ｏを頼っていた。北九州は本当に暮らしやすい」といった声が聞かれた。 
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特徴的な取組②（相談通訳コーディネーター） 

■背景・経緯 

・ 相談内容によっては、相談者・公的機関（区役所や学校等）・医療機関や多

文化ソーシャルワーカーの依頼に基づき相談者への言語サポート目的で通訳の

手配を行うことがある。この通訳を調整する相談通訳コーディネーターは、相

談対応も行い、かつ多文化ソーシャルワーカー業務との関連性が大きいため、

事務職ではなく専門職として配置した。 

■事業概要 

・ 相談通訳コーディネーターは、依頼内容に応じた通訳者の人選、通訳実施ス

ケジュールの調整、及び依頼元との関係づくりを行う。 

・ 必要に応じて通訳者に同行し、ことばの橋渡しだけでは十分な支援効果が得

られないと判断した場合には、多文化ソーシャルワーカーに対応を依頼するこ

とがある。依頼をするかどうか、また、そのタイミングについて判断力が必要

となる。 

・ 英語での相談対応ができ、コーディネーション力が極めて高いことを要件と

して、経験年数や資格よりも、外国人相談の本質への理解と丁寧な資質・能力

を重視した人選を行っている。 

■評判 

・ 相談員・多文化ソーシャルワーカーと連携して、タイムリーできめ細かな対

応が可能となっている。  
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特徴的な取組③（臨床心理士によるメンタルヘルス相談） 

■背景・経緯 

・ 外国人相談窓口を開設する以前に、月に一度の専門家による相談会を開始し

た。現在も行政書士による「入国・在留・ビザ手続相談」、弁護士による「法

律相談」はそれぞれ月に一度行っているが、心理カウンセリングは、要望があ

るごとに日時の調整を行い実施する形式に変更した。 

■事業概要 

・ なるべく話しやすい環境にするために、通訳者を介さずにカウンセリングを

行えるよう、英語のできる臨床心理士 1 名、中国語のできる臨床心理士 1 名に

協力してもらい実施している。 

・ 相談者から「臨床心理士に相談したい」という依頼があった場合や、多文化

ソーシャルワーカーが必要と判断した場合に、予約制で実施している。 

■評判 

・ 件数としては多くはないものの、相談窓口に寄せられる相談の中にはメンタ

ルヘルスに絡むものがあり、相談窓口だけでは対応が困難であるため、いざと

いう時にスムーズに専門家につなげることができ助かっている。 

・ 「クリニックを受診し

たことがあるが日本語で

気持ちを伝えるのが難し

かった。英語でカウンセ

リングをしてくれる所を

ずっと探していた」など

と喜ばれている。 

  



 

５１ |  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域における共生施策の推進に係る地方財政措置 

外国人受入環境整備交付金による支援以外にも、地域における多文化共生施策

の推進に係る次のような特別交付税措置があります。 

・ 行政情報・生活情報の多言語化の推進（市町村分） 

・ 地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施（市町村分） 

・ 災害時における外国人への情報伝達や外国人向け防災対策 

（都道府県分・市町村分） 

加えて、令和８年度からは、在留外国人への対応に必要な環境整備に係る取組

として、 

・地域社会のルール等の習熟のための取組、ルール等を学ぶ上で必要な日本

語の指導（都道府県分・市町村分） 

・ワンストップ相談窓口から行政窓口等への同行支援 

（都道府県分・市町村分） 

・行政・地域社会と在留外国人をつなぐ「ブリッジ人材」の発掘・活用 

（都道府県分・市町村分） 

が対象に追加されます。 

また、在留外国人が増加し、国籍等も多様化する一方、このような取組を担う

人材不足の声も聞かれているところ、JET プログラムにおける国際交流員

（JET-CIR）の積極的な活用を推進するため、活用事例の周知や研修の強化が図

られる予定です。 

● 総務省の取組について（JET-CIR の活用等） 

（総務省 自治行政局 国際室） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/001052640.pdf 
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（６）群馬県太田市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

222,185 人 16,867人 7.5% 

①ブラジル 

②ベトナム 

③フィリピン 

①永住者 

②定住者 

③技能実習 

 

窓口の概要 

■運営形態 委託（太田市国際交流協会） 

■対応言語 ６言語（日本語・英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベト

ナム語） 

      ※３者間映像通訳で１８言語、翻訳機で７４言語に対応。 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ － － 

 

特徴的な取組（一元的相談窓口内にハローワークの出張相談コーナーを設置） 

■背景・経緯 

・ 太田市役所内に、平成２１年から太田市外国人市民相談窓口の隣にハローワ

ークおおたの職員による外国人のための出張サービスコーナーを週３日設けて

いた。当時はリーマンショック等の影響を受けて就労相談が増加しニーズもあ

ったが、雇用に係る社会情勢の変化等から徐々に相談数が減少し、平成２４年

３月に相談業務を中止した経緯がある。 
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  平成３１年の一元的相談窓口の開設に伴い、相談体制の充実や外国人市民の

利便性の向上を図るためにハローワークおおたと協議を重ね、一元的相談窓口

の相談スペースの一部を「ハローワークおおた外国人出張行政相談コーナー」

としてリニューアルし、就労相談業務を再開することとなった。 

■事業概要 

・ 毎週火曜日の午後、ハローワークから専門の相談員が来所、相談に応じてい

る。 

・ 一元的相談窓口とハローワークで、窓口案内の掲示をする等して相互に周知

に努めている。 

・ 開設時に新たに取り決めた事項としては、「ハローワークおおた外国人出張

行政相談コーナー」で受けた相談者数、国籍、住居地、相談内容等について報

告を依頼した点で、これにより、相談員同士でも互いの相談について問題点等

の共有が可能となる体制ができたと考えている。 

・ 一元的相談窓口のある市役所庁舎からハローワークまでは徒歩１０分程度の

位置にあるが、この出張相談コーナーの場合には比較的ゆったりと話もでき、

他の生活相談等につなげることも可能である。逆に生活相談から就労相談へつ

なげることもできるため、相談ブースを固定で区切らず、相談員や通訳が動い

て対応ができるようにカウンターを設置している。 

■評判 

・ 就労相談も対応できるようになり利便性が向上した。 

・ 一元的相談窓口の熟練した通訳がハローワークと連携した出張相談コーナー

においても活躍できることで総合的な相談窓口として解決が可能である。  

・ 部署をまたいでの手続がスムーズに行い得る。 
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（７）広島市、府中町、海田町、熊野町及び坂町  

自治体情報 

自治体名 人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

広島市 1,173,543 人 23,070 人 1.96% 

①中国 

②ベトナム 

③韓国 

①永住者 

②技能実習 

③特別永住者 

安芸郡

府中町 
52,074 人 688 人 1.32% 

①韓国 

②ベトナム 

③中国 

①特別永住者 

②永住者 

③技能実習 

安芸郡

海田町 
30,810 人 937 人 3.04% 

①ブラジル 

②ペルー 

③フィリピン 

①永住者 

②技能実習 

③定住者 

安芸郡

熊野町 
23,475 人 282 人 1.20% 

①ベトナム 

②フィリピン 

③ブラジル 

①技能実習 

②永住者 

③特別永住者 

安芸郡

坂町 
12,498 人 232 人 1.86% 

①ベトナム 

②フィリピン 

③インドネシア 

①技能実習 

②特定技能 

③永住者 

計 1,292,400 人 25,209 人 1.95% 

①中国 

②ベトナム 

③韓国 

①永住者 

②技能実習 

③特別永住者 

 

窓口の概要 

■運営形態 委託（公益財団法人 広島平和文化センター） 

      共同方式で「広島市・安芸郡外国人相談窓口」を設置。 

      委託契約は広島市と委託先との間で締結している。 

■対応言語 ７言語（日本語・英語・中国語・ベトナム語・フィリピノ語・ポル

トガル語・スペイン語）  
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      ※フィリピノ語は、金曜日（週１回）、第１と第３水曜日のみ配

置。 

      ※通訳ボランティア、翻訳アプリで３０言語に対応。 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― 

 

共同方式での設置・運営について 

■共同方式とした理由 

・ 広島市では、平成２０年度のリーマンショックを契機として雇用情勢が急激

に悪化し、外国人住民についても解雇など生活不安が増したことを背景に、平

成２１年度に「広島県緊急雇用対策基金事業」を活用してポルトガル語、スペ

イン語、中国語の相談員を配置した「外国人総合相談窓口」を開設した。開設

当初から、広島市安芸区及び周辺の安芸郡４町（府中町、海田町、熊野町、坂

町）に住む日系ブラジル人やペルー人等からの相談が多くあったことから、同

年７月に安芸区役所で、ポルトガル語及びスペイン語に対応する出張相談を開

始した。 

・ 令和元年度に外国人受入環境整備交付金を活用して一元的相談窓口としての

外国人総合相談窓口を拡充した（単独方式）。 

・ こうした中、令和２年４月以降に広島市の上記相談窓口で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で周辺の自治体に住む日系ブラジル人やペルー人から、

失業・生活困窮等の深刻な内容の相談が増加した一方で、広島市と周辺の自治

体との間で外国人住民の生活困窮等の状況を情報共有する体制がなく、周辺の

自治体がこのような現状を十分に把握できないことが課題となった。 
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  これらのことを踏まえ、生活圏を共有する外国人住民の相談支援を効果的に

行うため、広島広域都市圏における新たな連携事業として、一元的相談窓口の

共同方式での設置について広島市から４町に提案して４町が同意し、令和３年

度から開始した。 

■共同方式で設置するまでの経緯 

 広島市が中心となって令和２年度中に１市４町で３回の協議を行い、令和３年

４月１日付けで共同設置に係る覚書を締結するに至った。 

各協議における開催日、議事・説明事項等は以下のとおり。 

 

 

開催日 議事・説明事項等 

第１回 

令和２年７月９日 

① 共同方式を広島市から４町に提案することになった経緯 

② 外国人相談窓口の利用状況、１市４町の外国人住民の人数（各

市町に占める割合・国籍別・在留資格別） 

③ 共同方式での設置に関する協議の今後の進め方（決定すべき事

項やスケジュール等）についての協議 

第２回 

令和２年１０月２日 

① 共同方式での設置の趣旨・相談窓口の名称案・開始時期・相談

体制・経費負担を含む実施案 

② 共同方式での設置に係る１市４町及び国における予算要求や外

国人受入環境整備交付金の申請等を含むスケジュール 

第３回 

令和３年１月２９日 

① 広島市の外国人総合相談窓口の相談員の紹介 

② 確認事項等（共同方式の相談窓口の名称・共同方式採用の  

経緯・事業効果・４町のメリット・覚書）について説明し、  

１市４町の意思を確認 

③ 今後のスケジュールのうち、過去の協議からの変更点 

④ １市４町のホームページやＳＮＳ、広報紙、チラシの配布など

による一元的相談窓口の広報体制についての協議 
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■費用分担等について 

・ 負担金については、１市４町の外国人住民数の合計に対する各市町の構成比

を、相談窓口業務の委託契約金のうち共同運営に関する経費に乗じた額として

いる。 

・ 各々の役割について、広島広域都市圏発展ビジョンを踏まえ、広島市は一元

的相談窓口の運営及び住民へのＰＲを行い、４町は一元的相談窓口の運営への

協力及び住民へのＰＲを行うこととしている。 

■工夫していること 

・ ４町に隣接する安芸区役所で月２回、ポルトガル語（第２水曜日）・スペイ

ン語（第３木曜日）の相談員による出張相談を実施している。 

・ 円滑な相談対応につなげるため、１市４町の各担当窓口の連絡先リストを作

成し相談員間で共有している。 

・ ４町の担当部署には、各町の職員に対して一元的相談窓口の広報を徹底する

よう依頼している。 

・ １市４町の担当者が年   

に２～３回程度集まって、

情報交換を行うようにして

いる。 

・ 毎月、相談状況（個人  

情報を削除したもの）を１

市４町で情報共有してい

る。 

 

 

 

▲広島市・安芸郡外国人相談窓口の様子 
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■共同方式のメリット・デメリット 

メリット デメリット 

◆ 各自治体が多言語対応できる相談

員を確保することは財政的に負担が

大きいが、共同方式により財政的な

負担を軽減した上で、多言語化に対

応した相談サービスを外国人住民に

提供することができる。 

◆ 広島市においては、共同方式につ

いて、従来の一元的相談窓口の人員

体制等を大きく変更することなく対

応可能で、また、対象となる外国人

住民数が増えることから事例の蓄積

と相談員の経験値の向上が見込め

る。 

◆ １市４町で、組織として相談状況

を把握・情報共有することができ、

相談への組織的な対応が可能とな

る。 

 

◆ １市４町で異なる行政手続があ

る場合、相談員が１市４町の情報

を把握しておく必要があり、相談

員の事務負担が増加した。 

 

◆ 相談に応じた後、その場で各市

町の関係部署に同行通訳するとい

った機動的な対応ができない。 

 

◆ 共同方式の場合、市単独で一元

的相談窓口を設置した場合よりも

市が受領できる国の交付金が減

る。 
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■共同方式の採用を検討している自治体へのアドバイス 

・ 共同して設置する自治体間での役割分担や費用負担などについてしっかりと

協議を重ねて合意を得るとともに、設置後は円滑な相談対応につなげるために

各自治体の窓口の連絡先リストを共有することや、相談状況などの情報交換を

行うことが必要であると考える。 

・ 相談窓口を共同で設置することにより、単独設置では実施が難しいサービス

の提供ができるようになる、あるいは、今まで実現できなかったサービスの充

実、拡充が比較的少ない経費負担で可能になる等の具体的なメリットを挙げて

検討を進めると実現しやすいのではないか。 

 

  ▼周知用チラシ 
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（８）浜松市  

自治体情報 

人口 うち外国人 外国人割合 国籍ＴＯＰ３ 在留資格ＴＯＰ３ 

783,924 人 30,173 人 3.85% 

①ブラジル 

②ベトナム 

③フィリピン 

①永住者 

②定住者 

③技能実習 

窓口の概要 

■運営形態 委託（公益財団法人浜松国際交流協会（通称:HICE）） 

      窓口、電話、メール、オンラインで対応 

■対応言語 対面８言語（日本語・ポルトガル語・英語・中国語・スペイン語・

ベトナム語・フィリピノ語・インドネシア語） 

テレビ電話通訳１７言語（ポルトガル語・英語・中国語・インドネ

シア語・スペイン語・ベトナム語・フィリピノ語・韓国語・タイ

語・ネパール語・ロシア語・フランス語・ヒンディー語・クメール

語・ミャンマー語・マレーシア語・ウクライナ語） 

■相談対応日程表 

 月 火 水 木 金 土 日 

開設日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

・ 一般相談は随時受け付けています。また専門家相談（行政書士、弁護士、入

管職員等）は予約制とし、通訳人を手配することで相談者が母語で相談できる

よう配慮しており、Zoom や facetime といったツールを相談者に合わせて使

い分けています。 
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特徴的な取り組み（オンライン対面相談） 

■背景 

・ ワンストップ相談窓口を開設する以前から、外国人からの相談に応じていま

したが、その中で、携帯電話機は持っているものの電話番号を持っていない外

国人がいることも把握しており、そういった人からの相談にも応じる必要があ

ると考えていました。そこで、ワンストップ相談窓口の開設と同時にベトナム

語とフィリピノ語については、一般相談に加えオンラインでも対応することと

しました。ポルトガル語やスペイン語については、相談件数が多いものの、も

ともと市内に住んでいて電話を持っている人が多く、電話相談の利用が多いの

で対象にはしませんでした。 

■導入後の工夫点及びセキュリティ対策 

・ Messenger からの相談は、ほかの相談員にも共有し、共に回答案を練ること

で相談者に誤った情報を伝えないよう留意しています。そのほかにも、即時対

応が求められる場合は、必要に応じて Messenger の通話機能に切り替えて相

談することもしています。 

・ セキュリティ面での工夫としては、UTM システム（複数の異なるセキュリ

ティ機能を一つのハードウェアに統合し、集中的にネットワークを管理するシ

ステム）に加え、更にセキュリティソフトを導入しています。 

■成果 

・ オンライン相談導入後、ベトナム語相談は、全体の７～８割をオンライン相

談で受け付けており、フィリピノ語相談は、全体の２～３割をオンライン相談

で受け付けています。 
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■オンライン対面相談のメリット・デメリット 

メリット デメリット 

〇 距離的な制約がないため、相談

したいと思った日に相談できる。 

〇 画面を通じてお互いに顔を合わ

せて話をすることで、相談者と信

頼関係を築くことができる。 

〇 周囲の様子を画面で見せること

で、相談員以外に話を聞いている

人がいないことが伝わり、相談者

の方も安心できる。 

〇 電話とは違い、映像を送ること

が可能。 

〇 相談者に対して ZOOM 等の利用

説明をするのが難しい。 
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３｜一元的相談窓口を設置・運営している地方公共団体の声  

 一元的相談窓口を設置・運営する上で、どのようなことに注意し、どのような

工夫をしたらいいでしょうか。ここでは、既に一元的相談窓口を設置・運営して
いる地方公共団体の声について御紹介します（令和３年度及び、同４年度に地方
公共団体から受けた回答を取りまとめたものです。）。 

①一元的相談窓口を設置したきっかけ  

● 人口減少などにより様々な分野で人手不足が深刻化するなか、技能実習生を

はじめとする在住外国人が増加傾向にあり、更なる増加が見込まれたことか

ら、令和元年度に、多文化共生・国際化推進業務（委託）の一部として行って

いた従来の相談窓口を拡充し、電話通訳サービスおよび通訳タブレットの導入

による外国人生活相談窓口の多言語化・ワンストップ化を行った。（北海道函

館市）  

● 近年の市内の在住外国人の増加傾向及び国籍の多様化から、まちの多文化共

生を推進していくためにも、外国人相談窓口のさらなる充実を図る必要がある

と判断したため。(北海道苫小牧市) 

● これまで、外国人集住地域を中心に２か所の相談窓口を運営してきたが、外

国人市民の増加、居住エリアの分散化、ライフスタイルの変化等により相談対

応が困難な状況となっていた。そこで既存の相談窓口を「サテライト窓口」と

して維持するとともに、市の相談事業を束ねる「基幹窓口」を新たに整備し

て、３つの窓口が連携することで、市全体としての相談体制の拡充を図ること

を目指した。（大阪府八尾市）  

● 久留米市においてもベトナム国籍を中心に技能実習生が増加しており、今後

も増加が見込まれる中、外国人住民が安心して生活できる地域づくりが必要で

あると考えた。多くの外国人住民は、言葉の障壁に加えて、日本の社会制度や

生活習慣に不慣れであることから、日常生活に多くの不安を抱えていることが
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推測され、このような不安解消や生活支援を行うため、外国人相談窓口を設置

した。（福岡県久留米市） 

②相談員の確保方法  

● 地域の日本語教室の卒業生等を採用している。（宮城県石巻市）  

● 相談員の募集については公募によるほか、紹介やスカウトなど川崎市国際交

流協会の人脈を活用することがある。なお、いかなる採用方法においても面接

や翻訳等の試験を実施している。（川崎市） 

● 市政だより・ハローワークでの募集を行った。また近隣の関係団体にも相談

員募集の情報を伝え、外国人コミュニティの口コミなども利用した。（大阪府

八尾市） 

 

③相談員の育成  

● 相談員を対象とする研修に積極的に参加を促し、スキルアップできるように

している。今年度は、「傾聴」訓練のための「カウンセリング」研修を、外部

講師を招いて実施した。（青森県）  

● 各テーマに応じた専門家の講師による研修会へ市町村の相談窓口の相談員等

にも参加をよびかけ、連携した相談対応や相談員の能力向上を図っている。

（岩手県） 

● 入管主催の研修会や、その他専門機関の研修に参加している。また、相談へ

の対応方法について不明点がある場合は有識者に確認をし、その内容を相談員

同士で共有している。（神奈川県平塚市） 

● 相談員育成の取組（横浜市） 

① 研修の実施、外部研修への参加奨励（情報提供・一部は有給参加） 

② 定例ミーティングでの事例検討・情報共有 
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③ 日常業務でのスーパーバイズ及びピアサポート 

④ 研修や外部事例検討会等への講師としての参加奨励 

（参考）相談員としての心構え 

■ （相談者への）自立への支援     

■ 相談者の選択を尊重し、（相談員の）思いや考えを押し付けない 

■ 中立的な立場・組織としての対応／回答 

■ 専門機関との連携   

■ 秘密の厳守  

 

● 専門家による勉強会やセミナーを開催している。テーマ例は、在留資格（行

政書士）、法律相談の事例（弁護士）、福祉制度（社会福祉協議会）、年金制

度（年金事務所）、難民支援の実例（難民支援に携わるＮＰＯ法人）等の日本

の社会制度についてのものが主である。また、その他に通訳をすることも多い

ため、コミュニティ通訳研修や医療通訳研修なども開催している。自分たちの

組織で主催することもあれば、他団体のセミナーに出張として参加することも

ある。本当は、相談員が実際に受けた事例に基づき、ソーシャルワーカー等の

専門家にスーパーバイザーとしてコメントをいただきながら相談員間で検討し

合うことができればと思っているが、時間が取れていない。（浜松市） 

● R５年度から行政通訳の心得、通訳スキルの向上を目指し、円滑に通訳業務

を行うことを目的として、独自で通訳研修を実施している。また、毎年、東京

出入国在留管理局が実施するオンライン研修を受講し、制度や運用に関する最

新情報を把握し、業務に反映できるよう努めている。（愛知県小牧市） 

● ①ＷＥＢ会議ツールを用いた研修（他団体が主催しているもの）②動画視聴

（出入国在留管理庁が作成したＹｏｕＴｕｂｅ等）③月１回の相談員会議の開

催（研修会や相談内容などの共有、行政担当者参加）。（京都府亀岡市） 
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● 出入国在留管理庁や JIAM 全国市町村文化研修所、自治体国際化協会等が実

施する研修に参加しているほか、年 1 回、相談員連携会議を開催し、相談傾向

等に関する情報共有を行うとともに、専門相談員を講師とした勉強会を実施し

ている。また、2 か月に 1 回、熊本県内の相談窓口担当者を対象に、事例共有

や対応状況の検討を行う会議に出席し、担当職員のケーススタディとしてい

る。日常的な相談については、システムに入力しデータ管理を行うことで、過

去の相談事例を検索可能とし、類似事例のケーススタディとして活用してい

る。（熊本市） 

  出入国在留管理庁、地方出入国在留管理局主催の研修会について 

出入国在留管理庁では、地方公共団体担当者を対象に多文化共生施策に関連した

研修会を実施しています。令和７年度は「外国人との共生社会の実現に向けた取

組」、「やさしい日本語講座」等多文化共生施策事務等を担当する職員に必要な知識

等についての講義を行いました。 

また、地方出入国在留管理局においても、一元的相談窓口の職員等を対象に特定

技能制度を含む入管制度等について研修会を実施しています。東京出入国在留管理

局においては、一元的相談窓口等の相談員等を対象とした説明会を動画で配信しま

した。内容は、入管法の基礎知識、外国人に対する住居支援、災害対応を含む総合

支援についてなど、業務に役立つ情報を中心に工夫を凝らしたものとなっていま

す。 

今後も継続してこのような研修会 

を実施していきます。希望の研修内 

容がありましたら、御要望・御意見 

等を出入国在留管理庁在留支援課ま 

でお寄せください。 

 ▲東京局が行ったオンライン研修の様子 
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④窓口の周知・情報発信の方法  

● 庁舎内及び地元スーパーや金融機関等での相談窓口に係るポスターの掲示。

外国人の転入時に相談窓口のチラシを配布。（宮城県石巻市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 外国人向け Facebook「Oyama City Info」における情報発信に加え、市内

の外国人と関わりの深い団体（人材派遣会社、飲食店等）にも協力を仰ぎ、周

知を依頼しているほか、企業等と一元的相談窓口との間でメーリングリストを

作成し、情報共有を行っている。 

  相談窓口から外国人に確実に情報を届けるためには、どのような外国人住民

が在籍する会社やコミュニティが存在するのか分析することが効果的である。

市の特徴としては、人材派遣会社に在籍する傾向が高いため、企業を核とした

連携をとることができるよう整備している。外国人住民がどのような手段で生

活に必要な情報を得るかは地域によってそれぞれだと思われるため、地域に応

じた分析が重要であると思う。（栃木県小山市） 

▼ポスター 

▼相談窓口カード（名刺サイズ） 
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● 外国籍住民向け多言語版広報紙「ＧＡＲＡＰＡ」を発行している。通常号は

町広報紙の中で特に外国籍住民に必要であると思われる情報を抜き出して翻訳

しており、特集号は防災や交通安全、国民健康保険制度、確定申告等の生活に

必要な情報提供を行っている。配布に当たっては、外国籍住民からの情報収集

や、外国籍住民との顔の見える関係性の構築のため、町内約７０か所の外国人

関連施設・店舗等に職員が直接出向いて配付を行っている。（群馬県大泉町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 相談窓口設置について、１５言語に対応したチラシを市役所や公民館等の市

の施設に設置し、市に転入した際に配布する転入バッグの中にも入れている。

（神奈川県平塚市） 

● 窓口設置のパンフレットスタンドは、分野別に整理し言語別のタックを付け

て情報を探しやすくしている。市公式ＨＰ内には自動翻訳機能を実装するとと

もに、特に重要と思われる情報を国際交流員等が翻訳した「多言語情報」のペ

ージを「やさしい日本語」も含めて設け、言語別に横断的な情報発信を行って

いる。 

  転入・転居や出生等の手続をした外国人市民を窓口へ案内するシステムを整

備し、本市での生活に役立つ情報をまとめた「多言語生活情報セット」を配布

することで、住民異動等の機会を捉えた情報提供をしている。(愛知県大府市) 

▼ＧＡＲＡＰＡ特集号▼ 
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● 相談窓口に関連した情報発信として、市ウェブサイト及び Facebook ページ

「Amigo Suzuka」を活用し、「ポルトガル語」「スペイン語」「やさしい日

本語」の３言語で行政情報や生活情報を発信している。日本人市民と同様の行

政サービスが受けられるよう、外国人市民にも理解しやすい情報提供に努め、

相談窓口の存在や利用方法の周知を図っている。 

さらに令和８年度からは「多言語生活リーフレット・ガイドブック」を作成

し、相談窓口の案内や生活情報を整理して配布することで、外国人市民への周

知強化を図る。 

（三重県鈴鹿市） 

● チラシ作成、市のＳＮＳ、かめおか多文化共生センターのＨＰ、わかる範囲

ではあるが市内の技能実習生を雇用している企業への訪問・案内。（京都府亀

岡市） 

● 開設前のプレスリリースを行ったほか、市報、市ホームページ、市ＳＮＳで

の発信に加え、市内の日本語教室や企業団体等への周知を行った。また、開設

後も毎年度チラシ及びポスターを作成し、チラシは市内の各施設に配架、ポス

ターは地域の掲示板を管理する社会福祉協議会や協力事業所等に対し、約１，

２００枚を発送し、周知を依頼している。（兵庫県尼崎市） 

● 彦根市に転入される外国人住民の方へ周知チラシを配布するとともに、市内

の商業施設等の協力を得て案内リーフレットの配架をおこなっている。（滋賀

県彦根市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼案内リーフレット 
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● 市のＨＰにおいて広報したほか、日本人にも当事者意識をもっていただくべ

く、市政だよりにも掲載して周知を図った。また、チラシを作成して市内の公

共施設に置いただけでなく、市内の学校の児童を通じて保護者への配布を行っ

たほか、外国人住民が集住する団地を管轄する自治会の協力を得て、直接、ポ

ストにチラシを配布する形で、積極的に広報を実施した。また、ＳＮＳの利用

も積極的に行っている。（大阪府八尾市） 

● 一人でも多くの外国人へ窓口の存在を認識してもらうために、窓口開設につ

いて、ＨＰ、テレビ（県の広報番組）、ＳＮＳ等における周知や周知用のチラ

シやカードの関係機関への配布などに注力した。（⾧崎県） 

 

  ▼周知用チラシ ▼周知カード（表） 

▼周知カード（裏） 
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● 来訪者の目につきやすいよう、相談窓口の案内看板の設置場所や表記内容等

に次のような工夫をした。 

 ・ 最初はＡ２サイズの可動式看板を設置する予定であったが、出入り口が奥

まっていることや設置可能場所が限られていることから、出入り口ドアへの

表示、室内パネルの設置に加え、建物内のエレベーターホールの壁に案内看

板を貼り付けた。 

 ・ 最も目につきやすいエレベーターホールの案内看板に休館日を表記した。 

 ・ 室内パネル及びエレベーターホールの案内看板については日本語、英語、

やさしい日本語表記にした（来訪者の使用言語を想定）。 

 ・ 出入り口ドアについては日本語、英語、やさしい日本語、中国語、韓国

語、ベトナム語表記にした（来訪者の使用言語を想定）。（鹿児島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼エレベーターホールの案内 ▼案内パネル 

出入り口ドア 
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⑤一元的相談窓口の設置・運営にあたり工夫していること  

● 窓口の場所を来庁者の目に付きやすい１階（住民票や戸籍等関連の窓口付

近）に設置し、誰でも相談しやすい環境を整えた。（北海道登別市） 

● 開設当時は、日系人が多かったため、労働者からの相談を想定し、平日は夜

間（午後１０時まで）も相談を実施することとした。夜間相談の件数は、日中

に比べ少なかったため、費用対効果、相談員のモチベーション維持及びワーク

ライフバランスも考慮し、令和３年４月から週１回のみとしたところ、全体の

夜間相談件数は減ったが、１日あたりの対応件数は増加しており、効率的にな

った。（⾧野県松本市） 

● 外国人市民のくらしに関する相談は医療、福祉、就労、子育て、介護、日

本語教育等の多岐に渡るため、行政窓口・関係機関の情報に精通した多文化共

生コンシェルジュを配置している。すでに千葉市国際交流協会で相談員として

相談業務に従事した経験がある者から、資質等を考慮した上で選定している。

多文化共生コンシェルジュは、外国人からの相談に対し、各言語の担当職員を

経由する等して具体的な内容を引き出した上で精査し、必要な情報を関係機関

への問合せやインターネットで検索する等により回答をしている。担当者は海

外での生活を経験しており、その経験を生かして外国人に寄り添った対応をし

ている。多文化共生コンシェルジュを配置することにより、これまで、相談員

ごとに分散しがちだった情報を集約できるようになり、類似の相談への対応が

しやすくなった。（千葉市） 

● 市内在住外国人の中で最も多いのは、ブラジル国籍であるため、ブラジル人

コミュニティにおけるキーパーソンを相談員として雇用している。また、相談

に来やすく、日本人来庁者の目にも留まりやすいよう、相談員を新城市役所総

合案内窓口内に配置している。（愛知県新城市） 

● 当相談センターは、外国人からの相談を専門機関につなぐ役割を担っている

ので、専門機関との連携が不可欠だと考えている。そのため、連携することが
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多い政府機関・県の機関・市町村の機関を相談コーディネーターが訪問し、連

携をお願いしている。（富山県） 

● 相談窓口設置以前に、国際交流協会が受けていた相談は気軽な内容が多かっ

たことから、広報用リーフレットに、「秘密は守ります」と記載して、守秘義

務があることを明示し、相談者が安心して相談に訪れることができるようにし

ている。（愛媛県今治市） 

● 外国人住民の抱える問題を早期に発見し、迅速かつ的確に対応するため、外

国人住民が多い市町村を中心に、相談窓口や行政等との橋渡し役を務める「島

根県外国人地域サポーター」を配置している。同サポーターは、地域の外国人

とのネットワークを持っていることから、情報が届きにくい外国人住民へ行政

からの情報や地域の生活情報等を伝達する役割も担っている。（島根県） 

● 倉敷市は高梁川（たかはしがわ）流域の７市３町（新見市、高梁市、総社

市、早島町、倉敷市、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市）において、

高梁川流域連携中枢都市圏を形成しており、倉敷市の「倉敷・高梁川流域外国

人相談窓口」は、圏域の在留外国人が利用できる。オンラインや SNS での相

談も可能である。来庁者の目につくよう相談窓口を総合案内の隣へ移設し、市

民生活・交通事故などの相談部署や転入・転出関連の部署と隣接させることで利

用者の利便性を向上させた。（岡山県倉敷市） 
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● 相談対応の際には、多文化共生コーディネーターと多言語相談員がペアとな

って相談を受けることとしている。日本での行政手続や関係機関との調整能力

に⾧けたコーディネーターと、海外の事情を熟知した多言語相談員が共同で対

応にあたることで、互いのスキルを活かしながら、相談対応を円滑に行うこと

ができる。（山口県） 

● 相談員の資質向上が課題となっていたため、先進地である他県の視察を行

い、実際の相談に対する対応方法等の調査・把握を行った。具体的には、各相

談窓口の広報物や相談対応票、使用マニュアルを確認させていただき、また相

談員に相談体制や多言語対応の方法、相談内容の傾向等に係る話を伺った。

（鹿児島県） 

 

  ボランティアの活用について 

多言語対応の方法の１つとして、ボランティアの活用があります。 

東京都八王子市では、八王子国際協会が語学ボランティアの登録事業を行って

おり、令和６年３月３１日時点で３７１名、言語数にして２３言語の語学ボラン

ティアが登録されています。サポートデスク（一元的相談窓口）には、年間を通

して曜日を決めて派遣しており、少数言語については事前に予約があれば派遣さ

れます。急な対応が必要な場合には翻訳機器を活用するなど、状況に応じた多言

語対応が行われています。 

また、東京都練馬区では、区で通訳ボランティアを募集しており、令和７年４

月１日時点で３３３名、言語数にして２５言語のボランティアが登録されていま

す。 

一元的相談窓口での相談対応等をボランティアに手伝ってもらった場合の謝礼

（図書カード等）についても、外国人受入環境整備交付金の対象となります。 

交付金活用の詳細については、外国人受入環境整備交付金担当までお問合せく

ださい。 
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⑥一元的相談窓口の運営にあたり苦労すること／その対処法  

● 関係機関と連携しても既存施策では解決できない場合があり、支援が⾧期化

かつ終わりが見えない事例もあること。 

→思いつくあらゆる関係機関に問い合わせたり調べたりするなど、相談事案に

応じて、解決の糸口を見つけられるよう努めている。また、最新の情報を把握

するよう日々情報収集に努めている。（札幌市） 

● 対応困難事例の存在（主に⾧時間の対応が必要になる例、⾧期間に渡り反復

して相談がされる例） 

繁忙度及び困難性が一定しないため、新たに相談員となった者が、業務につ

いて事前のイメージとのギャップを感じることがあり、相談員のなり手の不足

にもつながっている。 

→先輩の相談員から新任の相談員に対し、以下のように相談員の心構えを伝え

ている。 

「相談が少ないから意味を見出せないのではなく、相談が少ないことが、外国人

住民が不安なく暮らせていることのあらわれである。」 

「この窓口に来る相談者は、最後の行き場として相談に来る人が多い。そのた

め、困難でもなるべく相談者が納得できる答えを見つけだすことが大事であ

る。」（神奈川県横須賀市） 
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⑦窓口を設置した効果・設置して良かったこと  

● 外国人が困った時に一元的に相談ができる窓口を設置したことで、外国人の

不安・悩みの解消に資する効果があった。 

・ 相談窓口のホームページ上で、行政情報や重要な情報について多言語で発信

することができ、情報が外国人に広く届くようになった。 

・ 札幌市役所や区役所職員から、外国人住民にかかる相談が国際部や相談窓口

にできるようになったことで、多文化共生への意識も広がりつつある。（札幌

市）  

● 町からのお知らせやチラシについて、翻訳したものを町内各所に配架できる

ようになった。そのほか、（外国人受入環境整備交付金で翻訳機を整備したた

め）通訳相談員が対応可能ではない言語や時間帯に相談者が来ても、翻訳機を

使用し相談を受けることができるようになった。（神奈川県愛川町） 

● 窓口の広報を含め、市役所からの様々な案内等を多言語化することにより、

外国人住民にとって有益となっただけではなく、「言葉が分からず一定の支援

が必要な外国人住民が彦根市には住んでいる。」という意識づけを日本人住民

に向けて図ることができた。（滋賀県彦根市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
多言語化した情報を一元的相談窓口に設置▲ 

▼タブレットによるオペレーター通訳利用の様子 
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● 外国人住民の増加、居住エリアの分散化、生活スタイルの多様化等に対応す

ることができる相談窓口が設置できたと感じている。特にコロナ禍において、

新型コロナウイルス感染症対策の特別定額給付金申請の記入方法、ワクチンの

予約・接種、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策、陽性者への対応な

ど、全ての外国人住民を対象として情報発信、対応が必要なものがあり、相談

窓口がうまく機能したと感じている。（大阪府八尾市） 

● 市庁舎内における外国人からの相談対応・体制が曖昧であったが、市の事業

として根拠が明確になったとともに、在留外国人の相談に係るセーフティーネ

ットを構築することができた。（愛媛県今治市） 

● 在留資格に関する相談だけでなく、ＤＶと思われる相談や弁護士につなげる

相談なども少しずつ出てきており、このことは市民相談の所管課が窓口を担当

している効果と思われる。（福岡県久留米市） 

● 想定よりも日本人からの相談があり、その方がキーマンとなって一緒に問題

を解決したり、情報の伝達者になっている。（福岡県古賀市）  
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  日本司法支援センター（法テラス）等との連携について 

 外国人住民からの相談の中には、法的課題が含まれているものが少なからずあると

ころ、法テラスでは、通訳を介した民事法律扶助相談（※）を含め、多言語での法的

支援の推進に取り組んでいます。 

 一元的相談窓口は、法テラスの指定相談場所に指定されることにより、民事法律扶

助を利用した弁護士や司法書士による法律相談を実施することが期待されています。

法テラスの指定相談場所となることに関心のある自治体においては、指定のための条

件等について、お近くの法テラス地方事務所までお問合わせください（①）。 

 また、日本弁護士連合会も、全国の弁護士会に対し、一元的相談窓口において弁護

士による定期的な法律相談の機会を設けるなどの連携の取組を要請しています。指定

相談場所への弁護士の派遣などについて、各地の弁護士会等との連絡・調整が必要な

場合は、日本弁護士連合会宛てにお問合わせください（②）。 

 

【問合せ先】 

① 法テラス地方事務所の連絡先  

 

② 日本弁護士連合会業務部業務第二課 

  多文化共生社会の実現に関するワーキンググループ担当 

  電話番号０３－３５８０－９８４１（代表） 

※経済的に余裕のない方のための無料法律相談です。一定の基準を満たし、 

かつ日本国内に住所があり、適法に在留する外国人を対象としています。 

※在留資格がないなど、法テラスの民事法律扶助相談を利用できない場合でも、 

  日本弁護士連合会が行う法律援助事業を利用できる場合が 

  あります。詳しくは上記②までお問合わせください。 

 

 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html 
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⑧窓口の設置を検討している自治体へのアドバイス  

● 外国人相談者に対する一律の対応は妥当ではなく、文化等の背景への配慮が

欠かせないことから、相談者と同国の相談員が対応することでスムーズな対処

が可能となるため各国の相談員を配置することが適切であるとともに、同相談

員を統括する主任相談員を設置することにより、窓口運営の効率化が図られ

る。（北海道）  

● 日本人と外国人を分けて考えるのではなく、同じ地域に暮らす住民に最善の

サービスを提供するためには何をすべきなのか、個別対応できることが重要と

考える。 

 個別対応するためには、お互いに尊重し合いながら共に生きていくため、共

生社会づくり（雰囲気づくり）は重要と思われる。（北海道東川町） 

● 相談の内容によっては、相談者のプライバシーに配慮しなくてはならないた

め、相談スペースは個室を設けることが望ましい。 

 相談者との後日のトラブルを避けるため、相談は複数人体制で行い、発言・

回答内容を共有することが望ましい。 

 外国人住民が希望する言語に対応できる相談員がいない場合、翻訳機を使用

しているが、後日のトラブルを避けるためには、翻訳機を過信しすぎないこと

が大事である。（神奈川県横須賀市） 

● 「外国籍の人が少ないから開設しない」というのではなく、少なくても困っ

ている外国人はいるため積極的に開設を検討してほしい。外国人受入環境整備

交付金についても、環境整備について十分の十の交付金をいただけるため、ぜ

ひ検討してもらいたい。（神奈川県平塚市） 

● 外国人への相談窓口の周知や情報発信などは日本人よりも難しく、外国人に

よっては市からのアプローチを警戒される場合もある。それらを考慮すると市

単独で外国人相談窓口の運営を継続するのは難しいと感じており、市の国際交
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流団体やＮＰＯ法人、外国人コミュニティ等の協力も得ながら、外国人の利用

しやすい相談窓口にするための工夫が必要である。（大阪府八尾市） 

● 多文化共生推進員と多文化共生相談員を配置することによって最も変化した

ことは、市役所職員の外国人に対する意識である。市役所職員の意識が変化し

たことで外国人住民に情報が速やかに提供されるなどの体制整備が進んでい

る。これに伴って外国人住民の意識も変化しており、安芸高田市に住居を構え

て永住しようとする方も着実に増加している状況となっている。（広島県安芸

高田市）  

● 一元的相談窓口を設置・公表したことにより、市役所内を始め住民からも認

知され、相談に対する受理から回答又は取次ぎまでがスムーズになった。ま

た、外国人用の相談窓口として認識されたことにより関係機関とのネットワー

クが構築され、つなぎ役としての新たな役割が確立された。（香川県丸亀市） 

● 外国人相談は通訳窓口ではないという理解と、私情をはさんだ支援をしない

ということを関係する相談員全員が共有すること、そして、できればスーパー

バイザー的な役割のポジションがあることと、相談員同士のチームワークを大

切にすることを当市の相談窓口では大事にしている。（北九州市） 
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令和５年度実施外国人受入環境整備交付金に係るアンケート調査結果 

令和５年４月から５月にかけて、全国の地方公共団体を対象とした外国人受入環境
整備交付金に係るアンケート調査を今後の交付金の在り方の検討等に活かすことを目
的として実施しました。 
 そのアンケートの集計結果の一部について御紹介いたします。 

■実施対象:都道府県及び市区町村（計１７８８団体） 

■回答件数:８４０団体（回収率４７．０％） 

■R4 外国人相談窓口を設置していますか。 

（外国人受入環境整備交付金を受けていない窓口を含む） 

305

535

はい いいえ

■外国人受入環境整備交付金の内容に

ついて知っていますか。 

526

314

はい いいえ

■よろしければ外国人受入環境整備交付金に対す

る満足度を教えてください。 

※１（満足度が低い）～５（満足度が高い）の５段階評価 

回答全体で集計 交付金を受けている団体で集計 

1% 5%

64%

16%

14%

1 2 3 4 5

2% 3%

19%

41%

35%

1 2 3 4 5

アンケートの中で外国人受入環

境整備交付金をとりまく現状と

ともに、多くの地方公共団体の

皆様から今後の参考となる意見

や提案をいただきました。 

 

 

アンケートに御協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。 
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第 4 章 出入国在留管理庁による在留支援の取組   
出入国在留管理庁では、外国人受入環境整備交付金以外にも様々な支援を行っています。以下

に一元的相談窓口の運営に役立つと思われる取組を紹介します。 

１｜受入環境調整担当官による支援  

受入環境調整担当官は地方公共団体との窓口役として、平成３１年４月から地
方出入国在留管理局に配置されています。 

 地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口に地方出入国在留管理局職員を

相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地方公共団体職員等に対し

ての情報提供や研修（コラム「出入国在留管理庁、地方出入国在留管理局主催の

研修会について」（Ｐ．６６）参照）、また、外国人の受入れ環境整備に係る地

方公共団体や民間支援団体等の関係機関からの意見聴取等を行っています。 

 このような、受入環境調整担当官の取組等により、地方公共団体との連携・協

力、地域における情報収集等を充実・強化等することを通じて、地域における多
文化共生施策の推進を図っています。 

 なお、受入環境調整担当官が重点的に取り組む外国人の受入環境整備業務のう

ち、地方公共団体が関連するものは以下のとおりです。受入環境調整担当官の支
援は、一元的相談窓口設置の有無に関わらず行われます。御相談・御要望がある
場合は、各地方局の受入環境調整担当官に御連絡願います。 

■受入環境調整担当官が重点的に取り組む業務（抄） 

・地方公共団体との連携・協力の推進 
（１）一元的相談窓口への職員派遣 
（２）一元的相談窓口の相談員同士による意見交換会の開催 

・外国人支援に携わる者との連携・協力の推進 
（１）外国人支援に携わる者との意見交換 
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（２）外国人支援に携わる者との関係構築 
（３）外国人支援に携わる者と連携した外国人に対する情報伝達の推進 
（４）外国人支援に携わる者のネットワークの構築の推進 

・地域における連携・協力の推進 

・相談対応事例等の収集 
（１）一元的相談窓口等における相談対応事例の収集 
（２）外国人の受入環境整備の促進に資する事例の収集 

・支援に係る情報等の周知等 
（１）FRESC の周知等 
（２）外国人生活支援ポータルサイト等の周知 
（３）やさしい日本語の普及活動 
（４）一元的相談窓口設置・運営ハンドブックの周知 

・意見・要望の共有 
（１）地方公共団体や外国人支援者からの意見・要望の収集及び共有 
（２）外国人受入環境整備交付金に係る要望・意見の収集 
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・配置官署の住所及び連絡先 
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受入環境調整担当官の様々な取組 

 受入環境調整担当官による支援は上記第４章１（P．８２）のとおりですが、実際に

は地域ごとに在留する外国人の数や国籍等に相違があり、そのニーズや必要とする支

援策が異なる現状がある中で、各地方出入国在留管理局においては地域の実情を踏ま

えてそれぞれの活動を進めています。その中からいくつか事例を御紹介します。 

■東京出入国在留管理局及び同局横浜支局 

 令和２年１１月から四半期に一度程度、「外国人相談窓口連絡会」を実施していま

す。これは、（交付金を活用しているかに関わらず）外国人相談窓口の実務者同士で

情報共有を行う場を設け、情報・知識の共有による相談対応の質の向上、外国人相談

窓口などの相互協力・連携の促進を行うことを目的として、管内の希望自治体が参加

して行うオンライン会合です。 

毎回異なるテーマを設定し、テーマに係る取組や事例に対する対応方法について意

見交換を行います。なお、テーマに応じて法テラス等の専門機関に助言をお願いする

こともあります。 

 これまでの主なテーマは次のとおりです。 

○ 相談員のスキルアップ方法について 

 ○ 外国籍を持つ中高生の進路（就学・就職）について 

 ○ ウクライナから日本への避難民に対する取組について 

 ○ 外国人相談窓口におけるコーディネーターの必要性と役割について 

○ 離婚・未婚での出産に関する相談について  

○ 消費生活相談について 

○ 災害時における外国人相談窓口の対応について 

○ 就労支援、雇用保険に関する相談について 
 

▲連絡会にオンライン参加する職員の様子 
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受入環境調整担当官の様々な取組（つづき） 

 令和元年４月に、名古屋入管の声掛けにより東海地方の民間支援団体が名古屋入管に

集まり、共生社会の課題等について話し合う等の経緯を経て同年７月にネットワークと

して立ち上がりました。 

 定期的に会合を開いて支援団体が現場 

で経験された課題等について認識を深め、 

また、名古屋入管からネットワークを通 

じて在留外国人に情報を発信するなどし 

て名古屋入管と支援団体の情報交換・意 

見交換の場としており、この取組がより 

良いものとなるよう引き続き活動してい 

ます。 
▲令和８年２月に開催された意見交換会の様子 

 令和３年６月に、名古屋入管１階インフォメーションセンター内にＦＲＡＴ  

（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ 

 Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）を開設し、 

個別具体的な専門相談を庁舎内で実施できるよう 

にしました。関係機関と連携しながら入管手続以 

外の相談にも対応しています。 

▲ＦＲＡＴの様子 

■名古屋出入国在留管理局 

〇外国人支援・多文化共生ネットの設立 

〇在留支援・相談窓口ＦＲＡＴの開設 

○ＳＮＳでの情報発信 

令和２年１２月からＦａｃｅｂｏｏｋ、令和６年７月からはＩｎｓｔａｇｒａｍも使用

し、在留外国人の生活に役立つ情報をやさしい日本語を含む９言語で発信しています。 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ  

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 
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現在、外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）には、国の在留支援に

関係する４省庁８機関が集まっており、外国人や支援者等からの複数の機関に関係

する相談について、連携して対応しています。 

各地域における外国人等の利便性の向上のため、ＦＲＥＳＣの取組を参考に、地

方公共団体と地方出入国在留管理局、労働局、法テラス、外国人支援団体等の外国

人支援に携わる者が連携・協力し、合同相談会を実施しています。 

合同相談会は、地方出入国在留管理局で企画しているほか、全国のイベントなどで

在留相談やＦＲＥＳＣの周知を行うなどの形でも、合同相談会の取組を進めていま

す。今年度の合同相談会についても引き続き実施中ですので、御興味を持ってくだ

さった場合は、地方出入国在留管理局にお問合せいただくか、出入国在留管理庁ホ

ームページを御確認ください。 

     
▲令和７年度の愛知における合同相談会の様子 ▲令和７年度の愛知における合同相談会のチラシ 

■外国人在留支援センター「地方出入国在留管理局が参加する相談会の情報」 

合同相談会 ～地方版ＦＲＥＳＣを目指す取組について～ 

▶各合同相談会のお知らせは、 
上記 URL の FRESC のページで、 
随時更新を行っています。 
相談会情報については、左記のような
形で掲載しております。 

https://www.moj.go.jp/isa/support
/fresc/fresc01.html#tihou-soudan 
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地域における関係機関の連携事例 

 別コラムで紹介した合同相談会の他にも、ＦＲＥＳＣを参考に、関係機関が連携し、外

国人や関係者への相談対応や、相談者を適切な機関につなぐための取組等を各地域で展開

しています。ここでは、関係機関の連携事例を２つ紹介します。 

 

 横浜市みなとみらい地区に所在する、東京出入国在留管理局横浜支局横浜分室内に「在

留相談室」（「Ｙ－ＦＯＲＡ」）を開設し、予約制により在留相談を受け付けています。

また、同支局だけでは対応が困難な事案は、同地区周辺において外国人の在留を支援する

機関に同席依頼や事案の引継ぎを行いながら対応しています。 

＜連携機関＞ 

○ 東京出入国在留管理局横浜支局横浜港分室 在留相談室「Ｙ－ＦＯＲＡ」 

○ 横浜地方法務局人権擁護課 

○ 日本司法支援センター（法テラス）神奈川地方事務所 

○ 外国人労働者相談コーナー（神奈川労働局労働基準部監督課） 

○ ハローワーク横浜（神奈川労働局） 

○ 横浜新卒応援ハローワーク留学生コーナー（神奈川労働局） 

○ 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ／ジェトロ）横浜貿易情報センター 

○ 多言語支援センターかながわ（神奈川県） 

○ 横浜市多文化共生総合相談センター 

  （公益財団法人横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）／横浜市） 

    

▲「Ｙ－ＦＯＲＡ」のリーフレット（表面） ▲横浜市みなとみらい地区周辺の関係機関マップ 

■横浜市みなとみらい地区の取組 
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地域における関係機関の連携事例（つづき） 

■福岡県「ＦＵＫＵＯＫＡ ＩＳ ＯＰＥＮ センター」 
 福岡県と福岡出入国在留管理局などの外国人材の専門機関が連携し、生活、就労・労

働、在留資格等の多種多様な相談を受け付けています。県と国の機関以外には、県の弁護

士会、行政書士会、社会保険労務士会などの専門機関も連携し、家族を含む就労や生活上

の困りごとを適切な支援につなぎます。 

 また、相談者と専門機関をオンラインで結ぶ相談室も設置し、「ＦＵＫＵＯＫＡ ＩＳ 

ＯＰＥＮセンター」に来所することが困難な場合などにも対応しています。 

 福岡出入国在留管理局としては、同センターへ職員を定期的に派遣し相談対応をおこな

っています。 

＜連携機関＞ 

○ ＦＵＫＵＯＫＡ ＩＳ ＯＰＥＮセンター総合受付窓口 

（公益財団法人福岡県国際交流センター） 

○ 福岡県留学生サポートセンター（公益財団法人福岡県国際交流センター） 

○ 福岡出入国在留管理局 

○ 福岡外国人雇用サービスセンター（福岡労働局) 

○ 福岡県弁護士会          

○ 福岡県行政書士会 

○ 福岡県社会保険労務士会 

○ 福岡法務局人権擁護部 

○ 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ／ジェトロ）福岡貿易情報センター 

     

 

この２つの事例のように外国人を支援する関係機関が協力・連携する取組みが全国で行

われています。 

▲「ＦＵＫＵＯＫＡ ＩＳ ＯＰＥＮ センター」のチラシ（左画像が表面、右画像が裏面） 
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２｜相談事例の共有  

 受入環境調整担当官の取組等を通じて得た相談対応における好事例等の一元的

相談窓口での相談対応に際しての有益な情報は、必要に応じてとりまとめて全国

の地方公共団体に共有を図っています。 

３｜通訳支援事業の実施  

 出入国在留管理庁では、在留外国人の増加に伴い、地方公共団体の行政窓口に

おいて、外国人の理解できる言語での相談対応や情報提供・発信等の必要性が高

まっている中、通訳等の人材を十分に確保できず、外国人への対応に支障をきた

している地方公共団体もあることから、令和３年度及び同４年度において、地方

公共団体の行政相談窓口を対象に電話通訳による通訳支援事業を試行実施してき

ました。 

この試行実施の結果を踏まえ、令和５年度から、通訳支援事業を本格実施して

おり、令和７年度からは、一部の地方公共団体を対象としたビデオ通訳（※）

も実施しています。※ビデオ通訳は、令和６年１月１日現在の外国人住民数が５,０００人未満の地

方公共団体かつ「外国人受入環境整備交付金により運営している一元的相談窓口」のみが対象。 

令和７年４月現在、対応している言語は、英語、韓国語、中国語、スペイン

語、ポルトガル語、タガログ（フィリピノ）語、ベトナム語、ネパール語、イン

ドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、

シンハラ語、ウルドゥー語、ベンガル語、ウクライナ語、ロシア語、アラビア語

の２０言語となっております。本サービスの利用料は無料ですが、通話料は利用

者負担です。 

さらに、令和７年度から、震度５以上の地震等、一定の大規模災害が発生した

場合、被災地域及びその周辺の地方公共団体等の公的機関を対象として、事前の

登録なしに利用可能な２４時間対応の通訳支援を実施しています。 
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多言語対応の手段を用意することにお困りの地方公共団体におかれましては、

是非この機会に御検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■通訳支援事業への問合せ先 
〇 登録・利用方法など技術的な事項に係る問合せ（令和７年度） 

株式会社 BRIDE MULTILINGAL SOLUTIONS  
Mail: tsuyaku-shien@bridge-ms.com TEL:03-5366-6018 

                                                                                    

〇 その他のことに関する問合せ 
出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課在留支援情報・連携係 

Mail: zairyushien01@moj.go.jp 

御質問等ありましたら、左記の

問合せ先まで御連絡ください。 
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一元的相談窓口における電話・映像通訳や翻訳機の活用 

〇 交付金により一元的相談窓口の運営を支援している地方公共団体における翻訳

機と電話・映像通訳の全国で見た場合の利用率は、翻訳機が約８割、電話・映像

通訳が約６割となっています（令和５年度交付金実績）。 

  

 

 

 

 

○ このうち、電話・映像通訳については、利用にかかわらず一定のコストがかか

ることもあり、特に対象が少ない小規模な窓口での利用率が低い傾向がありま

す。そういった中、出入国在留管理庁では、多言語対応に苦慮している地方公共

団体がある状況も踏まえ、電話通訳による通訳支援事業を実施しています。 

  

 

 

 

 

 

○ 出入国在留管理庁による通訳支援事業については、例えば以下のような導入事

例があります。是非、活用を御検討ください。なお、この通訳支援事業により交

付金の条件にある多言語要件を満たすことも可能です。 

① 初めての多言語対応として導入 

② 通訳人や翻訳機の配置を行っている地方公共団体において補完的に導入 

③ 従来活用していた電話・映像通訳の対象外の言語・時間外の対応を目的に導入 

 

 

 

☞（参考）コラム「通訳人、入管庁通訳支援事業（電話通訳）、翻訳機を組み合わせた多言語対応

（新潟県）」（P.13）にて、②のように補完的に通訳支援事業を活用している地方公共団体として 

新潟県の取組を紹介しています。 
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４｜国等の制度の紹介  

 一元的相談窓口においては、国及び関係機関と連携することにより相談者に適

切な情報が提供されることが期待されているところ、随時、一元的相談窓口に対

して国及び関係機関の制度等について情報提供を行っています。例えば、当庁関

連であれば入国・在留関連及び外国人の受入れ環境整備に関する新たな施策や制

度改正等に係る情報のほか、外国人等からの相談に資する各種情報を適時共有し

ています。 

また、出入国在留管理庁の設置と共に立ち上げられた「外国人生活支援ポータ

ルサイト」では、在留外国人やその支援者の方々に対して、多言語化された有用

な情報（入国・在留手続、労働・雇用、教育・日本語学習、医療、年金・社会保

険、税金、住宅、防災等）を、カテゴリ別に分けて掲載しています。

上記ポータルサイトのカテゴリ別ページの下には、在留外国人が適切な相談場

所に辿り着くことができるようにするための「困ったときの問合せ先」や、地方

公共団体等が設置している外国人向けの「地域の相談窓口一覧（あなたが住んで

いるところの相談窓口）」なども掲載しています。一元的相談窓口での相談対応

で役立つ情報もあると思います。是非、御活用ください。 

５｜やさしい日本語の普及  

国や地方公共団体等におけるやさしい日本語の活用を促進するため、有識者会

議を開催してやさしい日本語ガイドラインなどを作成し、入管庁HP内「外国人生
活支援ポータルサイト」で公開してきました。 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

■外国人生活支援ポータルサイトのページ
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関係府省庁や地方公共団体への周知のほか、やさしい日本語の研修などで活用
するなどして、やさしい日本語の普及に取り組んでいます。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６｜生活・就労ガイドブック  

出入国在留管理庁では、在留外国人が我が国において安全・安心に生活・就労

できるようにするために必要な基礎的情報（在留手続、労働関係法令、社会保

険、防犯、交通安全等）をまとめた「生活・就労ガイドブック」を政府横断的に
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作成し、出入国在留管理庁ホームページの「外国人生活支援ポータルサイト」に

おいて、やさしい日本語を含む２０言語（※）で掲載しています。 

（令和７年にヒンディー語を追加しました。） 

※ 日本語、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベト

ナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール語（カンボ

ジア語）、フィリピノ語、モンゴル語、トルコ語、ウクライナ語、ロシア語、フラン

ス語、ヒンディー語。 

 

 

 

 

 

  

■生活・就労ガイドブックのページ 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html 
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出入国在留管理庁在留支援課の役割について 

■ 法務省（出入国在留管理庁）が外国人受入れ環境の整備を担うこととなった経緯 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）

において、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを拡充するために新たな在

留資格を創設することとされ、併せて、外国人の受入れ環境整備を行うために法務

省が総合調整機能をもって司令塔的な役割を果たし、関係省庁、地方公共団体との

連携を強化することになりました。これを受け、平成３０年７月２４日の閣議でそ

のことが決定されるとともに、政府一体となって総合的な検討を行うため「外国人

材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が設置されました。この第３回会議にお

いて、外国人を適正に受け入れて共生社会の実現を図ることにより日本人と外国人

が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、その

目指すべき方向性を示した「総合的対応策」が決定されました。 

■ 在留支援課の役割 

  上記平成３０年７月２４日付け閣議決定に基づき、法務省における総合調整機能

の下、関係府省が連携を強化し、地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環

境の整備を効果的・効率的に進めることになり、平成３０年１２月に出入国管理及

び難民認定法と併せて法務省設置法の改正が行われました。その改正により、平成

３１年４月に出入国在留管理庁が設置されることとなり、その際に在留支援課が設

置されました。在留支援課の役割については、法務省組織令第８２条に記載があり

ます。 

   

 

 

 

 

法務省組織令（抄） 

  （在留支援課の所掌事務） 

 第８２条 在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。 

    １ 在留支援（本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留す  

     ることができるようにするための支援をいう。次号において同じ。） 

     に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること 

    ２ 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。 
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７｜外国人支援コーディネーター養成研修  

◆ 外国人支援コーディネーターとは 

生活上の困りごとを抱えた外国人に対し、専門的知識をもって相談に応じ、連
携先との連絡・調整等の支援を行い解決まで導くほか、生活上の困りごとの発生
を予防するための情報提供等を行う人材のことです。 

出入国在留管理庁では、この外国人支援コーディネーターを育成するため、
国、地方公共団体又はそのいずれかの委託等を受けた機関が運営する外国人向け
の相談窓口において相談対応業務等に従事する者を対象として、2024 年８月か

ら外国人支援コーディネーター養成研修を実施しています。 

 

◆ 養成研修の実施内容等について 

養成研修は、外国人支援コーディネーターが備えるべき４つの能力※を養うた
めの専門的知識・技術等を効果的に学習するため、              
〇「養成課程①」:２か月間のオンライン研修（オンデマンド形式）       

〇「実践」:職場等における実践                     
〇「養成課程②」:グループ討議、事例検討を行う集合研修              
の３段階で実施しています。 

「養成課程②」までを修了し、外国人支援コーディネーターの役割等を理解し
た上で、身に付けるべき基本的な専門的知識・技術等を習得し、それらを用いて
外国人支援コーディネーターとしての基本的な業務を行うことができると認めら

れた方を「外国人支援コーディネーター」として認証します。 

2026 年度までに、300 名程度の外国人支援コーディネーターを育成・認証す
ることとしており、今後も引き続き養成研修を実施していきます。 

※外国人支援コーディネーターが備えるべき４つの能力 

①外国人の在留状況を正確に把握する能力②異なる文化や価値観を理解する能力③外国人の複雑・複合的な相談内容に対

して適切な解決まで導く能力④外国人を適切な支援へ円滑につなげる能力 



 

９８ |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 外国人支援コーディネーター制度の創設の経緯等について

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00038.html 

▶ 養成研修について 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html 
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巻末資料 掲載リンク・連絡先一覧 
●出入国在留管理庁 

 

 

 

 

 

  

■外国人受入環境整備交付金についての問合せ先（Ｐ．１・１０１掲載） 

出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課受入環境整備交付金係 

Mail: zairyushien03@moj.go.jp 

 
■通訳支援事業への問合わせ先（Ｐ．９１掲載） 

〇 登録・利用方法など技術的な事項に係る問合せ（令和７年度） 
株式会社 BRIGDE MULTILINGAL SOLUTIONS  

   Mail: tsuyaku-shien@bridge-ms.com TEL:03-5366-6018 
 
〇 その他のことに関する問合せ 

出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課在留支援情報・連携係 

Mail: zairyushien01@moj.go.jp  

 

 

■外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策のページ（Ｐ．４掲載） 

 
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/gaikokujinzai/index.html 
 

■外国人受入環境整備交付金のページ（Ｐ．６･９･２１掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri02
_00039.html 

 

■ＦＲＥＳＣのページ（Ｐ．３掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html 

■外国人在留支援センター 

「地方出入国在留管理局が参加する相談会の情報」（Ｐ．８７掲載） 

 https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html#tihou-soudan 

■令和６年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体に

おける一元的相談窓口の現況について（Ｐ．９掲載） 
（令和７年８月 出入国在留管理庁在留支援課公表） 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001423857.pdf 
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●その他 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■日本司法支援センター（法テラス）等との連携についての問合せ先（Ｐ．７８掲載） 

① 法テラス地方事務所の連絡先  

 

② 日本弁護士連合会業務部業務第二課 

  多文化共生社会の実現に関するワーキンググループ担当 

  電話番号０３－３５８０－９８４１（代表） 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html 

■外国人生活支援ポータルサイトのページ（Ｐ．９３掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 
■やさしい日本語ガイドラインのページ 

（外国人生活支援ポータルサイト）（Ｐ．９４掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html 

 
■生活・就労ガイドブックのページ（Ｐ．９５掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html 

 
■外国人支援コーディネーター制度の創設の経緯等について（Ｐ．９８掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00038.html  

 
■養成研修について （Ｐ．９８掲載） 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html  
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おわりに 
 

本ハンドブックについては、令和３年度に初版を発行し、改訂を行う中におい

て、皆様から御好評をいただいているものと実感しております。 

外国人受入環境整備交付金対象事業に特化した取組の情報を入手する機会は、
とても限られていますが、本書等を活用していただき、外国人からの相談対応能

力の向上の一助になりますと幸いです。 

今後も、相互に情報を共有しつつ、外国人からの相談対応能力の向上に努めて
いくためにも、当課の活動に御理解いただき、引き続き積極的な情報提供等の御

協力を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

                          令和８年３月吉日 

  

 

 

出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課受入環境整備交付金係 

Mail: zairyushien03@moj.go.jp   
代表番号:０５７０―０１１０００（ナビダイヤル） 

 

交付金の相談や疑問につ

いて御連絡ください! 

■外国人受入環境整備交付金についての問合せ先 



 

  

 

 

  



 

  

 

令和３年１１月 初版 

令和４年１１月 改訂 

令和５年１２月 改訂 

令和７年２月 改訂 

令和８年３月 改訂 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


